










































































































































































































































































































































































































































































































(ロ)  再エネ発電設備に関する匿名組合出資持分 

原則として、匿名組合の構成資産が前記(イ)に掲げる資産の場合は前記(イ)に従っ

た評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従っ

た評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持

分相当額を算定した価額とします。 

 

(ハ)  再エネ発電設備を信託する信託受益権 

信託財産が前記(イ)に掲げる資産の場合は前記(イ)に従った評価を行い、また、金

融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上

で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した

価額とします。 

 

(ニ)  不動産、不動産の賃借権及び地上権 

原則として、不動産鑑定士による鑑定評価又は調査報告に基づく評価額とします。 

 

(ホ)  不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権及び不動産、不動産の

賃借権又は地上権に関する匿名組合出資持分 

原則として、信託財産又は匿名組合の構成資産が前号に掲げる資産の場合は前号に

従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に

従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の

持分相当額又は当該匿名組合出資持分相当額を算定した価額とします。 

 

(ヘ)  デリバティブ取引に係る権利（前記②(ヌ)c.に基づき、金利スワップの特例処理を

採用した場合） 

前記②(ヌ)a.又はb.に定める価額とします。 

 

④ 本投資法人の資産評価の基準日は、各決算期（毎年6月末日及び12月末日）とします（規

約第39条本文）。ただし、前記「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 

(2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (ロ)」及び同「(ハ)」に定める資産であっ

て、市場価格に基づく価額をもって評価できる資産については、毎月末とします（規約第39

条ただし書）。 

 

⑤ 1口当たり純資産額については、本投資法人の計算書類の注記表に記載されることになっ

ています（投資法人計算規則第58条、第68条）。本投資法人は、各営業期間（毎年1月1日か

ら6月末日まで、及び7月1日から12月末日まで）に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書

を含みます。）、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書を作

成し（投信法第129条）、役員会により承認された場合、遅滞なく投資主に対して承認され

た旨を通知し、承認済みの計算書類等を会計監査報告とともに投資主に提供する（投信法第

131条第2項から第5項まで、投資法人計算規則第81条）ほか、金融商品取引法に基づいて決

算期後3か月以内に提出される有価証券報告書に記載されます。 

投資主は、純資産額の情報について、本投資法人のウェブサイトにおいて、計算書類等を

閲覧することができます。 

 

⑥ 1口当たり純資産額についての投資者による照会方法 

 1口当たり純資産額については、以下の照会先までお問い合わせください。 

（照会先） 

カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社 財務企画部 

東京都新宿区西新宿一丁目25番1号 新宿センタービル33階 

電話番号 03-6279-0311 
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（２）【保管】

本投資法人は、2017年9月22日（金）の役員会において、本投資口を保管振替機構にて取り

扱うことについて同意することを決議しています。したがって、本投資口は、保管振替機構が

定める日から振替投資口となるため、本(2)について該当事項はありません。ただし、投資主

は、保管振替機構が振替機関の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合

であって保管振替機構の振替業を承継する者が存しないとき、又は本振替投資口が振替機関に

よって取り扱われなくなったときには、本投資法人に対し、投資証券の発行を請求することが

できます（振替法第227条第2項）。この場合、投資主は証券会社等と保護預り契約を締結して

投資証券の保管を依頼し、又は、投資主自身が直接保管することができます。 

 

（３）【存続期間】

本投資法人には存続期間の定めはありません。 

 

（４）【計算期間】

本投資法人の営業期間は、毎年1月1日から6月末日まで、及び7月1日から12月末日までとし

ます（規約第46条本文）。ただし、第1期営業期間は、本投資法人設立の日（2017年5月18日）

から2017年9月末日までとし、第2期営業期間は、2017年10月1日から2018年6月末日までとしま

す（規約第46条ただし書）。 

 

（５）【その他】

① 増減資に関する制限 

(イ)  最低純資産額 

本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円とします（規約第8

条）。 

 

(ロ)  投資口の追加発行 

本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000万口とします（規約第5条第1項）。

本投資法人は、発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得て、その

発行する投資口を引き受ける者の募集を行うことができます。当該募集投資口（当該

募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいい

ます。）の発行における1口当たりの払込金額は、本投資法人の保有する資産の内容

に照らし公正な金額として役員会で承認を得て決定した金額とします（規約第5条第3

項）。 

 

(ハ)  国内における募集 

本投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占

める割合は、100分の50を超えるものとします（規約第5条第2項）。 

 

② 解散条件 

本投資法人における解散事由は、以下のとおりです（投信法第143条）。 

(イ) 投資主総会の決議 

(ロ) 合併（合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。） 

(ハ) 破産手続開始の決定 

(ニ) 解散を命ずる裁判 

(ホ) 投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し 

 

③ 規約の変更に関する手続 

規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総

会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決される必

要があります（投信法第93条の2第2項、第140条）。なお、投資主総会における決議の方法

については、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1) 投資主総会における議決権」を

ご参照ください。 
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本投資証券の上場（売買開始）日以降に投資主総会において規約の変更が決議された場合

には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の

変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合

等には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。ま

た、変更後の規約は、金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書等の

添付書類として開示されます。 

 

④ 関係法人との契約の更改等に関する手続 

本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、

解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。 

(イ)  本資産運用会社：カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社 

資産運用委託契約 

期間 本投資法人が投信法に基づく登録を完了した日に効力を生ずるものとし、契約期間は2年間と

します。 

更新 契約期間満了の12か月前までに本投資法人から書面による別段の申し出がなされなかったと

きは、本契約は従前と同一の条件にて自動的に2年間延長するものとし、その後も同様としま

す。 

解約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（契約期間中の解約に関する事項） 

i.  本投資法人は、本資産運用会社が投信協会の会員でなくなった場合には、事前に投資

主総会の決議を経た上で、本資産運用会社に対して書面による通知を行うことにより

直ちに本契約を解約することができます。 

ii.  本投資法人は、本資産運用会社に対して、6か月前に書面による通知をし、かつ、事前

に投資主総会の決議を経た上で、本契約を解約することができます。 

iii. 本資産運用会社は、本投資法人に対して、6か月前の書面による通知をもって、本契約

の解約を申し入れることができるものとし、本投資法人は、当該解約の申入れを受け

た場合、直ちに投資主総会を開催して本契約の解約に関する承認を求め、又は、やむ

を得ない事由がある場合は内閣総理大臣の許可を求めるものとします。本契約の解約

に関し投資主総会の承認が得られた場合又は内閣総理大臣の許可が得られた場合、本

投資法人は、当該解約申入れに同意するものとし、この場合、本契約は当該通知に定

められた解約日において終了するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv.  前記i.からiii.までの規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が以下の(a)

から(c)までのいずれかに該当する場合、役員会の決議により、直ちに本契約を解約す

ることができます。 

(a) 本資産運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合（ただし、当該違

反が是正可能なものである場合に、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求

める催告を受領した日から30営業日以内にこれを是正した場合を除きます。） 

(b) 本資産運用会社につき、支払停止、支払不能、破産手続開始、民事再生法上の再生

手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立て、重要な財産に対する差押

え命令の送達等の事由が発生した場合 

(c) 前記(a)及び(b)に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託するこ

とに堪えない重大な事由がある場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.  本投資法人は、本資産運用会社が以下の(a)から(c)までのいずれかに該当する場合、

本契約を解約します。 

(a) 金融商品取引法に定める金融商品取引業者（金融商品取引法に定める投資運用業を

行う者であり、かつ宅地建物取引業法第3条第1項の免許及び第50条の2第1項の認可

を受けている者に限ります。）でなくなった場合 

(b) 投信法第200条各号のいずれかに該当する場合 

(c) 解散した場合 

vi.  前記i.からv.までの規定に従い、本契約の解約が行われる場合においても、本資産運

用会社は、委託業務を遂行する後任者が選任され、当該業務を開始するまでは、本投

資法人の指示に従い、引き続き委託業務を遂行するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

（反社会的勢力の排除） 

i.  本投資法人及び本資産運用会社は、本契約締結日（2017年5月18日）において、それぞ

れ、自社並びに自社の取締役、執行役、監査役、執行役員及び監督役員（以下、本

(イ)において「役員」といいます。）が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった

時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等

標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下、本(イ)におい

て、これらを「暴力団員等」と総称します。）に該当しないこと、及び以下の(a)から
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(e)までのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、以下の(a)から

(e)までのいずれにも該当しないことを確約します。 

(a) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 

(b) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 

(c) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有するこ

と。 

(d) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると

認められる関係を有すること。 

(e) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関

係を有すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii.  本投資法人及び本資産運用会社は、それぞれ、自ら又は第三者を利用して、以下の(a)

から(e)までの一に該当する行為を行わないことを確約します。

(a) 暴力的な要求行為 

(b) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(c) 委託業務に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(d) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の

業務を妨害する行為 

(e) その他前記(a)から(d)までに準ずる行為 

iii. 本投資法人及び本資産運用会社は、相手方（その役員を含みます。）が、暴力団員等

若しくは前記i.(a)から(e)までのいずれかに該当し、若しくは前記ii.(a)から(e)まで

のいずれかに該当する行為をした場合、又は前記i.の規定に基づく表明・確約に関し

て虚偽の申告をしたことが判明した場合、本投資法人からの解除については前記「契

約期間中の解約に関する事項 iv.」に定める手続により、本資産運用会社からの解除

については前記「契約期間中の解約に関する事項 iii.」に定める手続により、それ

ぞれ本契約を解除することができます。 

 

 

 

 

 

iv.  前記iii.により解除の通知を受けた一方の当事者は、本契約の解除により生じた損害

について、相手方に対しなんらの請求権を有しません。ただし、相手方からの損害賠

償の請求は妨げません。 

v.  前記iii.の規定により本契約が終了する場合、本契約は将来に向かって効力を失うも

のとします。 

変更等 

 

本契約は、両当事者の書面による合意に基づき、法令に規定される手続に従って、変更する

ことができるものとします。 

再委託 本資産運用会社は、委託業務の全部を第三者に委託することはできません。 

 

(ロ)  投資主名簿等管理人、機関運営事務等受託者及び資産保管会社：三井住友信託銀

行株式会社 

投資主名簿等管理事務委託契約 

期間 

 

 

i.  本契約は、2017年5月18日から効力を生じます。 

ii.  本契約の有効期間は、本契約の締結日（2017年5月10日）から3年を経過した日としま

す。 

更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.  有効期間満了の12か月前までに本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれからも書

面による別段の申出がなされなかったときは、本契約は従前と同一の条件にて自動的

に3年間延長するものとし、その後も同様とします。 

ii.  本投資法人又は投資主名簿等管理人が前記i.に定める期限までに本契約を更新しない

旨を書面により相手方に対して申し出た場合、有効期間の定めにかかわらず、本契約

の締結日（2017年5月10日）から5年を経過した日以降最初に到来する本投資法人の決

算日を基準日とし、当該基準日から3か月を経過した日（ただし、本投資法人及び投資

主名簿等管理人が別途合意した場合は当該合意した日）に本契約は終了するものと

し、その後も同様とします。 

解約 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.  本契約は以下の(a)から(d)までに掲げる事由によって終了します。 

(a) 本投資法人及び投資主名簿等管理人の協議の上、本投資法人及び投資主名簿等管理

人の間の文書による解約の合意がなされたとき。この場合には、本契約は本投資法

人及び投資主名簿等管理人の間の合意によって指定した日に終了します。 

(b) 前記(a)の協議が調わない場合、当事者のいずれか一方より他方に対してなされた文

書による解約の通知。この場合には、本契約はその通知到達の日から12か月以上経

過後の当事者間の合意によって指定した日に終了します。 

(c) 当事者のいずれか一方が本契約に違反した場合、他方からの文書による解約の通

知。この場合には、本契約はその通知到達の日から12か月以上経過後の当事者間の
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合意によって指定した日に終了します。ただし、本契約の違反の内容が重大で本契

約の続行に重大なる障害が及ぶと判断されるときは、その通知において指定した日

に終了します。 

(d) 以下の(i)又は(ii)に掲げる事由が生じた場合、相手方が行う文書による解約の通

知。この場合には、本契約はその通知において指定する日に終了します。 

(i)  当事者のいずれか一方において破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続

開始若しくは特別清算開始の申立があったとき又は手形交換所の取引停止処分が

生じたとき。

(ii) 住所変更の届出等を怠るなどの本投資法人の責めに帰すべき理由によって、投資

主名簿等管理人に本投資法人の所在が不明となったとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii.  前記i.の通知は、契約の相手方の登記簿上の本店所在地又は相手方が他方当事者に届

け出た住所に宛てて発信したときは、通常到達すべきであった日に到達したものとみ

なします。 

iii. 本投資法人及び投資主名簿等管理人は、本契約終了後においても本契約に基づく残存

債権を相互に請求することを妨げません。 

iv.  本投資法人又は投資主名簿等管理人は、以下の(a)及び(b)に掲げる事由が一つでも生

じた場合には、本契約に基づく相手方に対する手数料、経費その他本契約に基づく一

切の債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 

(a) 前記i.(d)(i)又は(ii)に定める事由が、発生したとき。 

(b) 本投資法人の投資主名簿等管理人に対する債権について、保全差押又は差押の命

令、通知が発送されたとき。 

v.  本投資法人又は投資主名簿等管理人は、前記i.(c)の事由が生じ、催告後もかかる事由

が解消されない場合、相手方からの請求があれば、本契約に基づく相手方に対する手

数料、経費その他本契約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務

を弁済します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi.  期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、本投資法人が、投資主名簿等

管理人に対する債務を履行しなければならない場合には、投資主名簿等管理人は、そ

の債務と本投資法人の預金その他の債権とをその債権の期限のいかんにかかわらずい

つでも相殺し、又は、本投資法人の預金その他の債権につき、事前の通知及び所定の

手続を省略し、払戻し、解約又は処分の上、その取得金をもって債務の弁済に充当す

ることができます。 

vii. 前記vi.によって本投資法人の投資主名簿等管理人に対する債務を弁済する場合、債権

債務の利息、精算金、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし

て、利率、料率は投資主名簿等管理人の定めによるものとし、また外国為替相場につ

いては投資主名簿等管理人の計算実行時の相場を適用します。 

viii. 本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれか一方の当事者が暴力団、暴力団員、暴

力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総

会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者

（以下、本「投資主名簿等管理事務委託契約」において「暴力団員等」といいま

す。）若しくは後記(a)の表明・確約事項のいずれかに該当（自社の執行役員、監督役

員、取締役、執行役及び監査役（以下、本「投資主名簿等管理事務委託契約」におい

て「役員等」といいます。）が該当する場合を含みます。）し、若しくは後記(b)の確

約事項のいずれかに該当する行為をし、又は後記(a)に基づく表明若しくは確約に関し

て虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者から文書による解約の通知を受けた

場合には、当該通知において指定された日に本契約は終了します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 

（表明・確約） 

(a) 本投資法人及び投資主名簿等管理人は、それぞれ、現在、自社及び役員等が、暴力団

員等に該当しないこと、及び以下の(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを表

明し、かつ将来にわたって、以下の(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを確

約します。 

(i)  暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

(ii) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

(iii) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有するこ

と 

(iv) 暴力団員等に対して便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有す

ること 

(v)  役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき

関係を有すること 
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(b) 本投資法人及び投資主名簿等管理人は、自ら又は第三者を利用して以下の(i)から(v)

までに該当する行為を行わないことを確約します。 

(i)  暴力的な要求行為

(ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(iii) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(iv) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の

業務を妨害する行為 

(v)  その他前記(i)から(iv)までに準ずる行為 

変更等 該当事項はありません。 

 

一般事務委託及び資産保管業務委託契約 

期間 本契約の有効期間は、本契約の締結日（2017年5月18日）から5年を経過した日とします。 

更新 

 

 

有効期間満了の12か月前までに本投資法人並びに機関運営事務等受託者及び資産保管会社の

いずれからも書面による別段の申し出がなされなかったときは、本契約は従前と同一の条件

にて自動的に5年間延長するものとし、その後も同様とします。 

解約 

 

 

i.  本契約は、以下の(a)から(c)までに掲げる事由が生じたときにその効力を失います。 

(a) 当事者間の書面による解約の合意。ただし、本投資法人の役員会の承認を条件とし

ます。この場合、本契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効しま

す。 

 

 

 

 

 

 

(b) 当事者のいずれか一方が本契約に違反し催告後も違反が30日を超えて是正されず、

他方が行う書面による解除の通知があった場合、当該書面で指定された日をもって

本契約は失効するものとします。ただし、本投資法人からの解除は本投資法人の役

員会の承認を条件とします。なお、本投資法人並びに機関運営事務等受託者及び資

産保管会社は、本契約失効後においても本契約に基づく残存債権を相互に請求する

ことを妨げません。 

 

 

 

 

 

(c) 当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続

開始若しくは特別清算開始の申立（その後の法律改正によりこれに準ずる倒産手続

が創設された場合、当該手続の開始申立を含みます。）がなされたとき又は手形交

換所の取引停止処分を受けたときに、他方が行う書面による解除の通知があった場

合、当該書面で指定された日をもって本契約は失効するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii.  本投資法人並びに機関運営事務等受託者及び資産保管会社は、相手方が、暴力団、暴

力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関

係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに

準ずる者（以下、本「一般事務委託及び資産保管業務委託契約」において「暴力団員

等」といいます。）若しくは後記(a)の表明・確約事項のいずれかに該当（自社の執行

役員、監督役員、取締役、執行役及び監査役（以下、本「一般事務委託及び資産保管

業務委託契約」において「役員」といいます。）が該当する場合を含みます。）し、

若しくは後記(b)の確約事項のいずれかに該当する行為をし、又は後記(a)に基づく表

明若しくは確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方との取引を継続する

ことが不適切である場合には、何ら事前の催告なくして、相手方に対する通知をもっ

て本契約を直ちに解除することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 

（表明・確約） 

(a) 本投資法人並びに機関運営事務等受託者及び資産保管会社は、それぞれ、本契約締結

日（2017年5月18日）において、自社及び自社の役員が、暴力団員等に該当しないこ

と、及び以下の(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわ

たっても該当しないことを確約します。 

(i)  暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

(ii) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

(iii) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有するこ

と 

(iv) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると

認められる関係を有すること 

(v)  役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関

係を有すること 

 

 

 

(b) 本投資法人並びに機関運営事務等受託者及び資産保管会社は、自ら又は第三者を利用

して以下の(i)から(v)までに該当する行為を行わないことを確約します。 

(i)  暴力的な要求行為 
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(ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(iii) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(iv) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の

業務を妨害する行為 

(v)  その他前記(i)から(iv)までに準ずる行為 

変更等 

 

 

 

i.  本契約の内容については、本投資法人は役員会の承認を得た上で、両当事者間の書面

による合意により、これを変更することができます。 

ii.  前記i.の変更にあたっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を

遵守するものとします。 

 

(ハ)  会計事務等に関する一般事務受託者：EY税理士法人 

業務委託基本契約 

期間 

 

 

業務委託基本契約（以下、本(ハ)において「基本契約」といいます。）締結日（2017年5月18

日）から5年間又は個別契約書に定める契約期間の満了日のいずれか遅い方までとし、委託業

務の実施期間は、委託業務ごとに締結される個別契約書に記載のとおりとします。 

更新 該当事項はありません。 

解約 

 

 

 

 

 

 

 

i.  本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者は、相手方に30日以上前に書面に

より通知することにより、いつでも基本契約を解除することができます。更に、会計

事務等に関する一般事務受託者が法令等又は会計事務等に関する一般事務受託者の職

業的専門家としての職業倫理等に照らして委託業務を継続することができないと合理

的に判断した場合には、会計事務等に関する一般事務受託者は本投資法人に対して書

面により通知し、直ちに基本契約の全部又は一部（基本契約に基づき締結される個別

契約を含みます。以下、本「業務委託基本契約」において同じです。）を解除するこ

とができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii.  本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者は、相手方が以下の(a)から(f)ま

でのいずれかに該当した場合、相手方に対し、何らの催告をすることなく基本契約の

全部又は一部を直ちに解除することができます。

(a) 基本契約若しくは基本契約に関して本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受

託者の間で締結する契約に定める重要な義務に違反し、又は適用のある重要な法令

等を遵守せず、書面にて是正を勧告した後15日を経過しても是正が行われない場

合。 

(b) 後記(I)及び(III)における相手方の表明の全部又は一部が事実に反すると判明した

場合、又は基本契約の締結後に事実に反することとなった場合。 

(c) 相手方が後記(II)に定める確約に違反した場合。 

(d) 関係会社、主要な株主若しくは出資者、役員、資金調達先、資金提供先若しくは主

要な取引先が反社会的勢力（以下(III)(い)に定義します。）であると判明した場

合、又は主要な株主若しくは出資者が把握できない場合。 

(e) 破産手続、再生手続、更生手続、特別清算、特別調停その他これらに類する手続の

申立てを行い、又は当該申立てを受けた場合。 

(f) その振り出し又は裏書きした手形又は小切手の不渡りが生じた場合。銀行取引停止

処分を受けた場合、その他財務状況が著しく悪化していると認められる合理的な理

由がある場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 

（表明・確約） 

(I)  本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者は、自らが以下の(あ)から(え)

までに掲げる者のいずれにも該当しないことを表明します。

(あ) 暴力団員又はその構成員若しくは準構成員 

(い) 暴力団関係企業又はその役員、株主その他の関係者 

(う) 総会屋、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団又はその関係者 

(え) その他前記(あ)から(う)までに準ずる者 

(II) 本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者は、自らが、将来にわたって前

記(I)(あ)から(え)までに掲げる者のいずれにも該当しないこと、及び自ら又は第三

者を利用して以下の(あ)から(お)までに挙げる行為を行わないことを確約します。 

(あ) 暴力的な要求行為 

(い) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(う) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(え) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手

方の業務を妨害する行為 

(お) その他前記(あ)から(え)までに準ずる行為 
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(III) 本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者は、相手方に対し、以下の事項

を表明します。 

(あ) 主要な株主及び出資者（自己の計算において本投資法人の発行済株式又は出資金

の総数の100分の5以上を保有している者をいいます。以下、本「業務委託基本契

約」において同じです。）がすべて把握されていること。 

(い) 一切の関係会社、主要な取引先及び出資者、役員、資金調達先、資金提供先、並

びに主要な取引先が反社会的勢力（前記(I)(あ)から(え)までのいずれかに定める

者又は前記(II)(あ)から(お)までのいずれかに定める行為を行う者をいいま

す。）ではないこと。 

変更等 基本契約の変更は、書面（電子的記録を含みます。）による合意によらねばなりません。 

 

業務委託契約（会計帳簿作成事務） 

期間 

 

 

 

業務委託契約（会計帳簿作成事務）（以下、本「業務委託契約（会計帳簿作成事務）」にお

いて「個別契約」といいます。）締結日（2017年5月18日）から委託業務を会計事務等に関す

る一般事務受託者が完了した時点までとします。この場合、会計監査対応が終了したとき

を、委託業務が完了した時点とします。 

更新 

 

 

本投資法人の営業期間終了の日までに、本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者

のいずれかから相手方に対して、個別契約を更新しない旨の通知がない限り同一条件にて更

新され、業務委託基本契約の契約期間が満了する時点まで、以降も同様とします。 

解約 該当事項はありません。 

変更等 該当事項はありません。 

 

業務委託契約（計算事務） 

期間 業務委託契約（計算事務）（以下、本「業務委託契約（計算事務）」において「個別契約」

といいます。）締結日（2017年5月18日）から委託業務を会計事務等に関する一般事務受託者

が完了した時点までとします。この場合、有価証券報告書を提出したときを、委託業務が完

了した時点とします。 

更新 本投資法人の営業期間終了の日までに、本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者

のいずれかから相手方に対して、個別契約を更新しない旨の通知がない限り同一条件にて更

新され、業務委託基本契約の契約期間が満了する時点まで、以降も同様とします。 

解約 該当事項はありません。 

変更等 該当事項はありません。 
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(ニ)  本資産運用会社の親会社／スポンサー：カナディアン・ソーラー・プロジェクト

株式会社 

スポンサー・サポート契約 

サ ポ ー

ト の 内

容 

(注) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポンサー・グルー

プ保有情報の優先的

提供及び優先的売買

交渉権の付与 

スポンサーは、スポンサー・サポート契約所定の除外事由がある場合

を除き、本投資法人及び本資産運用会社の投資方針に合致する日本国

内に所在する再エネ発電設備等（再エネ発電設備及びこれに関連する

不動産等の資産を総称していいます。以下、本「スポンサー・サポー

ト契約」において「適格再エネ発電設備等」といいます。）のうち、

スポンサー・グループが保有するものを売却しようとする場合には、

本投資法人及び本資産運用会社に対し、第三者に先立ち当該適格再エ

ネ発電設備等に関する情報を優先的に提供し、優先的売買交渉権を付

与し、又は当該適格再エネ発電設備等の保有者をして当該情報を優先

的に提供させ、優先的売買交渉権を付与させます。 

本投資法人及び本資産運用会社は、上記に従い適格再エネ発電設備等

に関する情報の提供を受けた日（同日を含みます。）から10銀行営業

日又は優先的売買交渉権を付与した者（スポンサーを含み、以下、本

「スポンサー・サポート契約」において「優先交渉権付与者」といい

ます。）と本投資法人若しくは本資産運用会社とが別途合意して定め

る期間（以下、本「スポンサー・サポート契約」おいて「優先検討期

間」といいます。）以内に、当該適格再エネ発電設備等の取得の意向

の有無を優先交渉権付与者に回答します。 

スポンサーは、優先検討期間内に本投資法人又は本資産運用会社が当

該適格再エネ発電設備等の取得の意向がある旨を優先交渉権付与者に

回答した場合には、自ら本投資法人又は本資産運用会社と当該適格再

エネ発電設備等の売却の条件について誠実に協議し、又は優先交渉権

付与者をして誠実に協議させます。優先交渉権付与者と本投資法人又

は本資産運用会社との間で当該適格再エネ発電設備等の売買を合意し

た場合には、スポンサーは、本投資法人に対し、当該適格再エネ発電

設備等を売却し、又は優先交渉権付与者をして売却させます。 

本投資法人及び本資産運用会社が、優先交渉権付与者に対し、(i)優先

検討期間内に取得の意向がある旨を回答しなかった場合、(ii)取得の

意向がない旨を回答した場合又は(iii)取得の意向がある旨を回答した

ものの当該回答を優先交渉権付与者が受領した日（同日を含みま

す。）から10銀行営業日又は優先交渉権付与者と本投資法人若しくは

本資産運用会社とが別途合意して定める期間内に売却の条件について

合意に達しなかった場合、優先的売買交渉権は消滅します。 

第三者保有情報の提

供 

スポンサーは、スポンサー・サポート契約所定の除外事由がある場合

を除き、適格再エネ発電設備等のうち、スポンサー・グループ以外の

第三者が所有、開発又は運営するものについて、当該適格再エネ発電

設備等の所有者が売却を検討していることを知った場合には、当該適

格再エネ発電設備等の所有者の意向等で情報を提供することができな

い場合を除き、本投資法人及び本資産運用会社に対し、遅くとも第三

者に情報を提供すると同時に当該適格再エネ発電設備等に関する情報

を提供します。 

資産取得業務の支援 スポンサーは、本投資法人がスポンサー・グループ以外の第三者から

適格再エネ発電設備等を取得しようとする場合において、本資産運用

会社から資産取得業務の支援を要請されたときは、当該資産の取得に

ついて本投資法人及び本資産運用会社に助言を行います。 

ウェアハウジング機

能の提供 

 

 

 

 

 

本投資法人及び本資産運用会社は、将来における本投資法人による適

格再エネ発電設備等の取得を目的として、取得予定時期並びに取得予

定価格又は取得価格の決定方法等を提示した上で、第三者が保有又は

運用している適格再エネ発電設備等の取得及び一時的な保有（ウェア

ハウジング）をスポンサーに依頼することができます。スポンサー

は、かかる依頼を受けた場合には、誠実に検討し、当該依頼を受けた
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  日（同日を含みます。）から10銀行営業日以内に、受諾の可否を本投

資法人及び本資産運用会社に対し回答します。 

賃貸借契約等の締結

協議 

 

 

 

 

 

 

 

本投資法人及び本資産運用会社は、スポンサー・グループの法人が本

資産運用会社の定める選定基準を満たすことを条件に、本投資法人が

保有する再エネ発電設備等に関して、(i)賃貸借契約、(ii)オペレータ

ー業務の委託に係る契約及び(iii)O&M業務の委託に係る契約を締結す

ることをスポンサーに申し入れることができます。スポンサーは、か

かる申入れを受けた場合には、スポンサー・グループの法人をして誠

実に検討させ、当該申入れを受けた日（同日を含みます。）から10銀

行営業日以内に、受諾の可否を本投資法人及び本資産運用会社に対し

回答します。 

固定価格買取期間終

了後の電力売却支援 

スポンサーは、本投資法人及び本資産運用会社から依頼された場合、

本投資法人が保有する再エネ発電設備等における固定価格買取期間が

終了した後、当該設備に係る売電事業者（当該設備の賃借人を含みま

す。）が、当該設備において発電する再生可能エネルギー電気の売却

手段を早期に確保できるよう支援します。 

境界紛争に係る対応

支援 

スポンサーは、本投資法人が保有する土地の境界に関して隣地所有者

その他の者との間で紛争又はその可能性が生じた場合において、本投

資法人及び本資産運用会社から依頼された場合、適用法令において許

容される限度において、当該紛争の相手方との協議、交渉その他の対

応について本投資法人及び本資産運用会社を支援します。 

土壌汚染に係る対応

支援 

スポンサーは、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号。その後の改正

を含みます。）その他の環境関連法令等に基づき本投資法人に対しそ

の保有する土地につき土壌、地下水等の汚染に係る調査義務、除去義

務、損害賠償義務等が課され、又は課されるおそれが生じた場合にお

いて、本投資法人及び本資産運用会社から依頼された場合、当該義務

の履行その他の対応について本投資法人及び本資産運用会社を支援し

ます。ただし、当該支援に係る費用は、すべて本投資法人及び本資産

運用会社の負担とします。 

その他の支援（人的

サポート・ノウハウ

の提供等） 

スポンサーは、本投資法人及び本資産運用会社から依頼された場合、

適用法令に反しない範囲で、(i)適格再エネ発電設備等の取得及び運用

（本投資法人の賃貸先又は業務委託先の管理（選定、期中管理、交代

等）を含みます。）に関する助言・補助、(ii)人材の出向を含め必要

とされる人材確保への協力、並びに(iii)本資産運用会社の役職員に対

する研修の提供その他の本投資法人又は本資産運用会社の運営に必要

な支援を行います。 

期間 

 

 

 

本契約の有効期間は、本契約締結日（2017年9月22日）から3年間とします。ただし、本投資

法人と本資産運用会社との間の2017年5月18日付資産運用委託契約書（その後の変更を含みま

す。）が解除され若しくは終了した場合には、スポンサーは、他の当事者に1か月前の通知を

行うことにより、本契約を終了させることができます。 

更新 

 

 

 

 

本契約は有効期間の満了日において更に1年間、同一の条件にて更新されるものとし、以後も

同様とします。ただし、本契約の当事者のいずれかが重大な支障ないし特段の事由が存在す

ると判断する場合には、他の当事者に対し、本契約の有効期間の満了日の3か月前までに当該

事由の内容を記載した書面を送付し、この場合、当事者間において本契約の条件見直しのた

めの誠実な協議を行います。 

解約 解約に関する定めはありません。 

変更等 

 

本契約の規定は、本契約の当事者全員の書面による合意のみにより、変更又は修正すること

ができます。 

(注)  スポンサー・サポート契約上、スポンサーから提供されるサポートについては、最善の努力の範囲で提供されるもの

であり、損害賠償責任等の対象とならない旨が合意されています。 
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(ホ)  取得予定資産の売主／取得予定資産の賃借人：ティーダ・パワー06合同会社ほか

12社 

下表に記載のティーダ・パワー06合同会社ほか12社と締結している資産等譲渡契

約及び以下の法人と締結予定の取得予定資産に係る発電設備等賃貸借契約は、物件

ごとの各契約に定める条件に従います。当該資産等譲渡契約の売買代金額等及び当

該発電設備等賃貸借契約の期間、更新等については、前記「第二部 ファンド情報 

第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2) 投資対象 ③ 取得予定資産の概要」及び

同「⑤ 取得予定資産の個別の概要」をご参照ください。 

 

取引対象物件名称 特定関係法人名 

CS志布志市発電所 ティーダ・パワー06合同会社 

CS伊佐市発電所 ティーダ・パワー05合同会社 

CS笠間市発電所 CASTILLA CLEAN ENERGIES TSUKUBA株式会社 

CS伊佐市第二発電所 ティーダ・パワー10合同会社 

CS湧水町発電所 ティーダ・パワー09合同会社 

CS伊佐市第三発電所 ティーダ・パワー02合同会社 

CS笠間市第二発電所 CASTILLA CLEAN ENERGIES TSUKUBA2株式会社 

CS日出町発電所 ティーダ・パワー25合同会社 

CS芦北町発電所 ティーダ・パワー07合同会社 

CS南島原市発電所（東）、同発電所（西） ティーダ・パワー01合同会社 

CS皆野町発電所 ユニバージー06合同会社 

CS函南町発電所 CLEAN SANGONERA株式会社 

CS益城町発電所 ティーダ・パワー22合同会社 

 

(ヘ)  関係法人との契約の変更に関する開示の方法 

関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に

従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又

は運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変

更に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書

により開示されます。 

 

⑤  会計監査人：太陽有限責任監査法人 

本投資法人は、太陽有限責任監査法人を会計監査人とします。 

会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します（投信法第96条第1項、規約第28

条）。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の

投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、前記の投資主総会において別段の決

議がされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなします（投信法

第103条、規約第29条）。 

 

⑥  公告の方法 

本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います（規約第4条）。 

 

- 255 -



２【利害関係人との取引制限】

(1)  法令に基づく制限 

① 利益相反取引の制限 

資産運用会社が登録投資法人の委託を受けて当該登録投資法人の資産の運用を行う場合に

おいて、当該登録投資法人と当該資産運用会社の利害関係人等との間で(i)有価証券の取得

若しくは譲渡、(ii)有価証券の貸借、(iii)不動産の取得若しくは譲渡又は(iv)不動産の貸

借（当該登録投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして投信法施行規則で定めるもの

を除きます。）が行われることとなるときは、当該資産運用会社は、予め、当該登録投資法

人の同意を得なければならないものとされており、執行役員は、かかる同意を与えるために

は、役員会の承認を受けなければならないものとされています（投信法第201条の2）。 

また、資産運用会社は、法令の定めるところにより、自己やその親法人等又は子法人等が

関与する以下の行為を禁止されています（金融商品取引法第42条の2第1号、第44条の3第1

項、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項）。ここで、「親法人等」とは、

金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取

引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい

（金融商品取引法第31条の4第3項）、「子法人等」とは、金融商品取引業者が総株主等の議

決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人

その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます（金融商品取引法第31条の4

第4項）。 

(イ)  資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うこと

を内容とした運用を行うこと（金融商品取引法第42条の2第1号）又は資産運用会社が

自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うこと

を内容とした運用を行うこと（金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府

令第52号。その後の改正を含みます。）（以下「業府令」といいます。）第130条第1

項第1号）。ただし、業府令に定めるものを除きます。 

 

(ロ)  通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、

当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭

デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引を行うこと（金融商品取引法第44

条の3第1項第1号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項）。 

 

(ハ)  当該金融商品取引業者との間で金融商品取引法第2条第8項各号に掲げる行為に関す

る契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信

用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること（金

融商品取引法第44条の3第1項第2号、投信法第223条の3第3項）。 

 

(ニ)  当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運

用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引

を行うことを内容とした運用を行うこと（金融商品取引法第44条の3第1項第3号、投信

法第223条の3第3項）。 

 

(ホ)  前記(ロ)から(ニ)までに掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は

子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、

又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令に定める行

為（金融商品取引法第44条の3第1項第4号、業府令第153条、投信法第223条の3第3項、

投信法施行規則第267条）。 

 

② 利益相反のおそれがある場合の書面の交付 

資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産

の運用を行う他の投資法人、運用の指図を行う投資信託財産、利害関係人等その他の投信法

施行令で定める者との間における特定資産（投信法第11条第2項に定める指定資産（以下

「指定資産」といいます。）及び投信法施行規則で定めるものを除きます。本②において、

以下同じです。）の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行
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規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運

用を行う他の投資法人（当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。）

その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません（投信法第203条第2

項）。ただし、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて投信法施行令に定めるところに

より、当該資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人（当該特定資産と同

種の資産を投資の対象とするものに限ります。）その他投信法施行令で定める者の承諾を得

て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます（投信

法第203条第4項、第5条第2項）。 

 

③ 資産の運用の制限 

登録投資法人は、a.その執行役員又は監督役員、b.その資産運用会社、c.その執行役員又

は監督役員の親族（配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。）、d.当該資産運

用会社の取締役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含み

ます。）、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間に

おいて次に掲げる行為（投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信

法施行令で定める行為を除きます。）を行ってはなりません（投信法第195条、第193条、投

信法施行令第116条、第117条、第118条）。 

a. 有価証券の取得又は譲渡 

b. 有価証券の貸借 

c. 不動産の取得又は譲渡 

d. 不動産の貸借 

e. 宅地の造成若しくは建物の建築や再エネ発電設備の製造若しくは設置等を自ら行うこ

とに係る取引等以外の特定資産に係る取引 

（ただし、資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせる

こと等は認められています。） 

 

④ 特定資産の価格等の調査 

資産運用会社は、特定資産（土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であ

って投信法施行令で定めるものに限ります。以下、本④において「不動産等」といいま

す。）の取得又は譲渡が行われたときは、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不動産

鑑定士であって利害関係人等でないものに行わせなければならないものとされています（た

だし、当該取得又は譲渡に先立って当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りでありま

せん。）（投信法第201条第1項）。 

また、資産運用会社は、不動産等以外の特定資産（指定資産を除きます。）の取得又は譲

渡等の行為が行われたときは、投資法人、その資産運用会社（その利害関係人等を含みま

す。）及びその資産保管会社以外の者であって政令で定めるものに当該特定資産の価格等の

調査を行わせなければならないものとされています（ただし、当該行為に先立って当該調査

を行わせている場合は、この限りでありません。）（投信法第201条第2項）。 
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(2)  本資産運用会社の自主ルール（利害関係者取引規程） 

本資産運用会社は、利害関係者と本投資法人との間の取引については、利益相反による

弊害を排除するため、自主ルールとして利害関係者取引規程を以下のとおり定めていま

す。 

①  利害関係者の範囲 

「利害関係者」とは、以下に定めるものを総称していいます。 

(イ)  投信法にて定義される利害関係人等 

(ロ)  本資産運用会社の総株主の議決権の10%以上を保有する株主 

(ハ)  前記(イ)又は(ロ)に定めるものが投資一任契約を締結している特別目的会社等 

(ニ)  前記(イ)又は(ロ)に定めるものの出資の合計が過半となる特別目的会社等 

 

②  法令等の遵守 

本資産運用会社は、利害関係者との間において、本投資法人の利益を害する取引又は

不必要な取引を行ってはなりません。また、利害関係者と取引を行う場合は、金融商品

取引法、投信法、投信法施行令その他の適用法令及び利害関係者取引規程の定めを遵守

します。 

 

③  利害関係者との取引の条件 

本資産運用会社は、本投資法人が利害関係者との間で以下に定める取引等を行おうと

する場合には、以下に定めるところに従わなければならないものとします。 

(イ)  利害関係者からの特定資産の取得 

a.  利害関係者からの不動産、不動産の賃借権、地上権、当該不動産に設置された再

エネ発電設備及びこれに付帯する設備並びに不動産、不動産の賃借権、地上権、

当該不動産に設置された再エネ発電設備及びこれに付帯する設備を信託する信託

受益権（以下、本(2)において「対象資産」と総称します。）の取得の場合 

対象資産1物件あたりの取得価格（対象資産そのものの取得金額とし、税金及

び取得費用等のほか、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分

の精算額を含まないものとします。）は、利害関係者でない弁護士（法人を含み

ます。）、公認会計士（監査法人を含みます。）又は不動産鑑定士その他の専門

家が算出した評価額（一定の幅により表示されている場合は、その上限額）以下

の金額とします。ただし、利害関係者が本投資法人への譲渡を前提に、一時的に

特別目的会社等の組成を行うなどして負担した費用が存する場合、上記にかかわ

らず、当該費用を加算した価格にて取得することができるものとします。 

b.  その他の特定資産の取得の場合 

市場における時価を把握できる場合、時価以下の価格により取得するものとし

ます。それ以外の場合、公正な第三者によって提示された適正な価格により取得

するものとします。 

 

(ロ)  利害関係者への特定資産の譲渡 

a.  対象資産の譲渡の場合 

対象資産1物件当たりの譲渡価格（対象資産そのものの譲渡価格とし、税金及び

譲渡費用等のほか、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精

算額を含まないものとします。）は、利害関係者でない弁護士（法人を含みま

す。）、公認会計士（監査法人を含みます。）又は不動産鑑定士その他の専門家が

算出した評価額（一定の幅により表示されている場合は、その下限額）以上の金額

とします。 

b.  その他の特定資産の譲渡の場合 

市場における時価を把握できる場合、時価以上の価格により譲渡するものとしま

す。それ以外の場合、公正な第三者によって提示された適正な価格により譲渡する

ものとします。 
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(ハ)  対象資産の取得、譲渡又は賃貸に係る利害関係者への媒介手数料の支払 

支払うべき媒介手数料の金額は、宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内（信

託受益権の場合にはその目的となっている再エネ発電設備、宅地又は建物その他の

信託財産を基準とします。）とし、契約条件の水準、媒介の難易度等を勘案して決

定します。 

 

(ニ)  対象資産の管理等の委託 

a.  利害関係者へ対象資産の管理等を委託する場合には、委託料の市場水準、提供役

務の内容、業務総量等を総合的に勘案の上、適正と判断される条件で委託しなけ

ればなりません。 

b.  本投資法人が対象資産を取得する際に、当該対象資産に関し利害関係者が管理等

を受託している場合において、当該利害関係者に引き続き管理等を委託する場合

には、当該対象資産の取得の検討にあたり、利害関係者への委託条件の適正性に

十分に留意し、取得の可否及び取得価格を決定するものとします。 

c.  本資産運用会社は、原則年1回、利害関係者の管理業務等の遂行状況について、

利害関係を有しない独立した外部の評価機関による評価等を行い委託先としての

適正性を検証します。その結果が一定水準に達しない場合には、当該利害関係者

に対して、業務内容の変更及び改善の指示を行い、又は管理等の委託先の変更を

行うものとします。 

 

(ホ)  利害関係者との対象資産の賃貸借契約の締結 

本投資法人と利害関係者との間の賃貸借契約の内容は、市場賃料、周辺相場等を

調査し、必要に応じて利害関係者でない第三者の意見等も参考にした上で、適正と

判断される条件によります。 

 

(へ)  利害関係者への対象資産に係る契約金額50万円を超える工事等の発注 

利害関係者以外の第三者の見積価格・役務提供の内容等と比較検討した上で、見

積価格・役務提供の内容等が本投資法人にとって不利益でない場合に限り、利害関

係者に対し同工事等を発注することができるものとします。 

 

④  利害関係者との取引に関する手続 

利害関係者との前記「③ 利害関係者との取引の条件」に記載の取引に係る意思決定手

続は、以下のとおりです。 

資産の取得及び譲渡については、起案部署である投資運用部が起案し、チーフ・コン

プライアンス・オフィサーの事前審査、コンプライアンス委員会の審議及び決議並びに

投資運用委員会の審議及び決議後（取引金額が50億円以上の取引については取締役会の

審議及び決議後）、更に本投資法人の役員会に上程され、本投資法人の役員会において

審議及び承認され、本投資法人の同意を得ることにより、決定されます。決定された資

産の取得及び譲渡については、資産の取得及び譲渡が取締役会において審議及び決議さ

れた場合を除き、その後取締役会において報告されます。なお、かかる意思決定手続の

過程において否決された議案は、起案部署に差し戻されるものとします。 

資産の賃貸又は管理の委託については、資産の取得及び譲渡と同様の手続で決定され

ます。 
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(3) 利害関係者との取引状況等 

①  資産の取得 

取得予定資産の取得に関する利害関係者との取引の概要は、以下のとおりです。 

取得先の名称 物件名称 
取得予定価格 
（百万円） 

ティーダ・パワー06合同会社 CS志布志市発電所 540 

ティーダ・パワー05合同会社 CS伊佐市発電所 372 

CASTILLA CLEAN ENERGIES TSUKUBA

株式会社 
CS笠間市発電所 907 

ティーダ・パワー10合同会社 CS伊佐市第二発電所 778 

ティーダ・パワー09合同会社 CS湧水町発電所 670 

ティーダ・パワー02合同会社 CS伊佐市第三発電所 949 

CASTILLA CLEAN ENERGIES TSUKUBA2

株式会社 
CS笠間市第二発電所 850 

ティーダ・パワー25合同会社 CS日出町発電所 1,029 

ティーダ・パワー07合同会社 CS芦北町発電所 989 

ティーダ・パワー01合同会社 CS南島原市発電所（東）、同発電所（西） 1,733 

ユニバージー06合同会社 CS皆野町発電所 1,018 

CLEAN SANGONERA株式会社 CS函南町発電所 514 

ティーダ・パワー22合同会社 CS益城町発電所 20,084 

 

②  利害関係者への賃貸 

取得予定資産の賃貸に関する利害関係者との取引の概要は、以下のとおりです。 

賃借人の名称 物件名称 
年間総賃料収入 
（千円）(注) 

ティーダ・パワー06合同会社 CS志布志市発電所 38,197 

ティーダ・パワー05合同会社 CS伊佐市発電所 28,733 

CASTILLA CLEAN ENERGIES TSUKUBA

株式会社 
CS笠間市発電所 65,249 

ティーダ・パワー10合同会社 CS伊佐市第二発電所 59,284 

ティーダ・パワー09合同会社 CS湧水町発電所 50,726 

ティーダ・パワー02合同会社 CS伊佐市第三発電所 71,154 

CASTILLA CLEAN ENERGIES TSUKUBA2

株式会社 
CS笠間市第二発電所 64,426 

ティーダ・パワー25合同会社 CS日出町発電所 76,066 

ティーダ・パワー07合同会社 CS芦北町発電所 73,488 

ティーダ・パワー01合同会社 CS南島原市発電所（東）、同発電所（西） 130,112 

ユニバージー06合同会社 CS皆野町発電所 66,762 

CLEAN SANGONERA株式会社 CS函南町発電所 38,412 

ティーダ・パワー22合同会社 CS益城町発電所 1,364,462 

(注)  「年間総賃料収入」は、各取得予定資産について、賃貸借開始日から2018年10月31日までの賃貸借期間における基

本賃料額の合計額（年額）を記載しています。 
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③  利害関係者へのO&M業務の委託 

取得予定資産のO&M業務の委託に関する利害関係者との取引の概要は、以下のとおりで

す。 

委託先の名称 物件名称 
年間業務委託料 
（千円）(注1) 

カナディアン・ソーラーO&Mジャパ

ン株式会社 

CS志布志市発電所 3,431 

CS伊佐市発電所 2,612 

CS笠間市発電所 5,965 

CS伊佐市第二発電所 5,645 

CS湧水町発電所 4,903 

CS伊佐市第三発電所 6,237 

CS笠間市第二発電所 5,897 

CS日出町発電所(注2) 7,280 

CS芦北町発電所 6,581 

CS南島原市発電所（東）、同発電所（西） 11,013 

CS皆野町発電所 6,864 

CS函南町発電所 3,746 

CS益城町発電所 122,337 

(注1) 「年間業務委託料」は、各取得予定資産について、第3期営業期間及び第4期営業期間の1年間に適用されるべき業務

委託料として、本投資法人の取得時点において有効なO&M業務委託契約（ただし、CS日出町発電所については、2018

年1月1日時点において有効なO&M業務委託契約）に記載された業務委託料の合計額（年額）を記載しています。な

お、当該年間業務委託料の額は、業務委託開始日である2017年10月31日が属する本投資法人の第2期営業期間（約8

か月）に適用される業務委託料とは異なります。 
(注2) 本投資法人による取得日（2017年10月31日）時点においては、賃借人であるSPCから株式会社東芝（2017年10月1日

付で東芝エネルギーシステムズ株式会社に承継されます。）に対してO&M業務が委託されます。なお、本投資法人、

CSOM Japan及びスポンサーは、2018年1月1日付で、CSOM Japanに対してO&M業務を委託することを合意しています。 

 

- 261 -



３【投資主・投資法人債権者の権利】

(1) 投資主総会における議決権 

① 本投資法人の投資主は、保有する投資口数に応じ、投資主総会における議決権を有して

います（投信法第77条第2項第3号、第94条第1項、会社法第308条第1項本文）。投資主総会

において決議される事項は、以下のとおりです。 

(イ)  執行役員、監督役員及び会計監査人の選任（ただし、設立の際選任されたものとみ

なされる者の選任を除きます。）及び解任（投信法第96条、第104条、第106条） 

(ロ)  資産運用会社との資産運用委託契約の締結及び解約の承認又は同意（投信法第198条

第2項、第205条、第206条第1項） 

(ハ)  投資口の併合（投信法第81条の2第2項、会社法第180条第2項（第3号及び第4号を除

きます。）） 

(ニ)  投資法人の解散（投信法第143条第3号） 

(ホ)  規約の変更（投信法第140条） 

(ヘ)  その他投信法又は規約で定める事項（投信法第89条） 

 

② 投資主の有する議決権の権利行使の手続は、以下のとおりです。 

(イ)  投資主総会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合を除き、出席した当該

投資主の議決権の過半数をもって行います（規約第16条）。 

(ロ)  投資主は、本投資法人の議決権を有する他の投資主1名を代理人として、その議決権

を行使することができます（規約第13条第1項）。この場合において、当該投資主又は

代理人は、投資主総会ごとにその代理権を証する書面をあらかじめ本投資法人に提出

し、又はかかる書面に記載すべき情報を電磁的方法により提供しなければなりません

（投信法第94条第1項、会社法第310条第1項及び第2項、規約第13条第2項）。 

(ハ)  書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法令で定める

時までに当該記載をした議決権行使書面を本投資法人に提出して行います（投信法第

90条の2第2項、第92条第1項、規約第14条第1項）。 

(ニ)  前記(ハ)の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決

権の数に算入します（投信法第92条第2項、規約第14条第2項）。 

(ホ)  電磁的方法による議決権の行使は、法令で定めるところにより、本投資法人の承諾

を得て、法令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法によ

り本投資法人に提供して行います（投信法第92条の2第1項、規約第15条第1項）。 

(ヘ)  前記(ホ)の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した投資主

の議決権の数に算入します（投信法第92条の2第3項、規約第15条第2項）。 

(ト)  投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主

は、その投資主総会に提出された議案（複数の議案が提出された場合において、これ

らのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。）に

ついて賛成するものとみなします（投信法第93条第1項、規約第17条第1項）。 

(チ)  前記(ト)の規定に基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数

は、出席した投資主の議決権の数に算入します（投信法第93条第3項、規約第17条第2

項）。 

(リ)  2019年3月1日及び同日以降遅滞なく招集され、以後、隔年ごとの3月1日及び同日以

後遅滞なく招集される投資主総会においては、2018年12月末日以後隔年ごとの12月末

日における最終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主をもって、かかる投資

主総会において権利を行使することができる投資主とします。かかる場合のほか、本

投資法人は、投資主総会をその直前の決算期から3か月以内の日を投資主総会の日とし

て開催する場合、当該決算期の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主をもっ

て、当該投資主総会において権利を行使することのできる投資主とします（規約第12

条第1項）。 

    また、上記の規定にかかわらず、本投資法人は、役員会の決議によりあらかじめ公

告をして、一定の日における最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録

投資口質権者をもって、その権利を行使すべき投資主又は登録投資口質権者とするこ

とができます（投信法第77条の3第2項、規約第12条第2項）。 
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(2) その他の共益権 

① 代表訴訟提起権（投信法第204条、第116条、第119条、会社法第847条（第2項を除きま

す。）） 

 6か月前から引き続き投資口を有する投資主は、本投資法人に対し、書面その他投信法施

行規則で定める方法により、資産運用会社、執行役員、監督役員若しくは会計監査人、又

は一般事務受託者の責任を追及する訴えの提起を請求することができ、本投資法人が請求

の日から60日以内に訴えを提起しないときは、当該請求をした投資主は、本投資法人のた

めに訴えを提起することができます。 

② 投資主総会決議取消訴権等（投信法第94条第2項、会社法第830条、第831条） 

 投資主は、投資主総会の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは規約に違反し、若し

くは著しく不公正なとき、決議の内容が規約に違反するとき、又は決議について特別の利

害関係を有する者が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がされたときには、

決議の日から3か月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができます。ま

た、投資主総会の決議が存在しない場合又は決議の内容が法令に違反する場合には、それ

ぞれ投資主総会の決議が存在しないこと又は無効であることの確認を訴えをもって請求す

ることができます。 

③ 執行役員等の違法行為差止請求権（投信法第109条第5項、第153条の3第2項、会社法第

360条第1項） 

 6か月前から引き続き投資口を有する投資主は、執行役員が本投資法人の目的の範囲外の

行為その他法令若しくは規約に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある

場合において、当該行為によって本投資法人に回復することができない損害が生ずるおそ

れがあるときは、当該執行役員に対し、その行為をやめることを請求することができま

す。本投資法人が清算手続に入った場合には清算執行人に対しても同様です。 

④ 新投資口発行の差止請求権（投信法第84条第1項、会社法第210条） 

投資主は、新投資口の発行が法令若しくは規約に違反する場合又は著しく不公正な方法

により行われる場合において、投資主が不利益を受けるおそれがあるときは、投資法人に

対し、新投資口の発行をやめることを請求することができます。 

⑤ 新投資口発行無効訴権（投信法第84条第2項、会社法第828条第1項第2号、第2項第2号） 

投資主は、新投資口の発行について重大な法令・規約違反があった場合には、新投資口

の発行の効力が生じた日から6か月以内に、本投資法人に対して新投資口発行無効の訴えを

提起することができます。 

⑥ 投資口併合差止請求権（投信法第81条の2第2項、会社法第182条の3） 

投資主は、投資口の併合が法令又は規約に違反する場合において、投資主が不利益を受

けるおそれがあるときは、本投資法人に対し、投資口の併合をやめることを請求すること

ができます。 

⑦ 合併差止請求権（投信法第150条、会社法第784条の2、第796条の2、第805条の2） 

投資主は、本投資法人の合併が法令又は規約に違反する場合等において、投資主が不利

益を受けるおそれがあるときは、一定の場合を除き、当該投資法人に対して、当該合併を

やめることを請求することができます。 

⑧ 合併無効訴権（投信法第150条、会社法第828条第1項第7号、第8号、第2項第7号、第8

号） 

 投資主は、合併手続に重大な瑕疵があった場合等には、合併の効力が生じた日から6か月

以内に、合併無効の訴えを提起することができます。 

⑨ 設立無効訴権（投信法第75条第6項、会社法第828条第1項第1号、第2項第1号） 

 投資主は、設立手続に重大な瑕疵があった場合には、本投資法人の成立の日から2年以内

に設立無効の訴えを提起することができます。 

⑩ 投資主提案権（投信法第94条第1項、会社法第303条第2項、第305条第1項） 

 発行済投資口の100分の1以上の口数の投資口を6か月前から引き続き有する投資主は、執

行役員に対し投資主総会の日の8週間前までに、一定の事項を投資主総会の目的とすること

を請求することができ、また、投資主総会の目的である事項につき当該投資主が提出しよ

うとする議案の要領を招集通知に記載又は記録することを請求することができます。 
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⑪ 投資主総会招集権（投信法第90条第3項、会社法第297条第1項、第4項） 

 発行済投資口の100分の3以上の口数の投資口を6か月前から引き続き有する投資主は、執

行役員に対し、投資主総会の目的である事項及び招集の理由を示して投資主総会の招集を

請求することができ、請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合又は請求があった日

から8週間以内の日を投資主総会の日とする投資主総会の招集の通知が発せられない場合に

は、内閣総理大臣の許可を得て招集することができます。 

⑫ 検査役選任請求権（投信法第94条第1項、会社法第306条第1項、投信法第110条） 

 発行済投資口の100分の1以上の口数の投資口を有する投資主は、投資主総会に係る招集

の手続及び決議の方法を調査させるため、当該投資主総会に先立ち、内閣総理大臣に対

し、検査役の選任の申立てをすることができます。また、発行済投資口の100分の3以上の

口数の投資口を有する投資主は、本投資法人の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若

しくは規約に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、本投資法

人の業務及び財産の状況を調査させるため、内閣総理大臣に対し、検査役の選任の申立て

をすることができます。 

⑬ 執行役員等解任請求権（投信法第104条第1項、第3項、会社法第854条第1項第2号） 

 発行済投資口の100分の3以上の口数の投資口を6か月前から引き続き有する投資主は、執

行役員又は監督役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大

な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が投資主総会において否決

されたときには、当該投資主総会の日から30日以内に訴えをもって当該役員の解任を請求

することができます。 

⑭ 解散請求権（投信法第143条の3） 

 発行済投資口の10分の1以上の口数の投資口を有する投資主は、本投資法人が業務の執行

において著しく困難な状況に至り、本投資法人に回復することができない損害が生じ、又

は生ずるおそれがあるときや、本投資法人の財産の管理又は処分が著しく失当で、本投資

法人の存立を危うくするときにおいて、やむを得ない事由があるときは、訴えをもって本

投資法人の解散を請求することができます。 

 

(3) 分配金請求権（投信法第77条第2項第1号、第137条） 

 本投資法人の投資主は、本投資法人の規約及び法令に則り、役員会の承認を受けた金銭の

分配に係る計算書に基づき、各投資主の有する投資口の口数に応じて金銭の分配を受けるこ

とができます。 

 なお、本振替投資口については、本投資法人が誤って本投資法人に対抗できないものとさ

れた振替投資口について行った金銭の分配についても、本投資法人は当該分配に係る金額の

返還を求めることができません。この場合、本投資法人は、当該分配に係る金額の限度にお

いて、投資主の振替機関等に対する損害賠償請求権を取得します（振替法第228条、第149

条）。 

 

(4) 残余財産分配請求権（投信法第77条第2項第2号、第158条） 

 本投資法人が解散し、清算される場合、投資主は、各投資主の有する投資口の口数に応じ

て残余財産の分配を受ける権利を有しています。 

 

(5) 払戻請求権（規約第6条第1項） 

 投資主は、投資口の払戻請求権を有していません。 

 

(6) 投資口の処分権（投信法第78条第1項から第3項まで） 

 投資主は投資口を自由に譲渡することができます。 

 本振替投資口については、投資主は、口座管理機関に対して振替の申請を行い、譲渡人の

口座から譲受人の口座に本振替投資口の振替が行われることにより、本振替投資口の譲渡を

行うことができます（振替法第228条、第140条）。ただし、本振替投資口の譲渡は、本振替

投資口を取得した者の氏名又は名称及び住所を投資主名簿に記載し、又は記録しなければ、

本投資法人に対抗することができません（投信法第79条第1項）。なお、投資主名簿の記載又

は記録は、総投資主通知（保管振替機構が、本投資法人に対して行う、投資主の氏名又は名

称、保有投資口数、基準日等の通知をいいます。）により行われます（振替法第228条、第

152条第1項）。 
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(7) 投資証券交付請求権（振替法第227条第1項、第2項、投信法第85条第1項） 

 本投資口は、振替法の適用を受ける振替投資口であり、本投資法人は、投資証券を発行す

ることができません（振替法第227条第1項）。ただし、投資主は、保管振替機構が振替機関

の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって保管振替機構の振

替業を承継する者が存しない場合、又は本振替投資口が振替機関によって取り扱われなくな

った場合には、本投資法人に対して、投資証券の発行を請求することができます（振替法第

227条第2項）。 

 

(8) 帳簿等閲覧請求権（投信法第128条の3） 

 投資主は、本投資法人の営業時間内は、いつでも、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧

又は謄写を請求することができます。ただし、この場合においては、当該請求の理由を明ら

かにして行わなければなりません。 

 

(9) 少数投資主権の行使手続（振替法第228条、第154条） 

 振替投資口に係る少数投資主権等の行使に際しては、投資主名簿の記載又は記録ではな

く、振替口座簿の記載又は記録により判定されることになります。したがって、少数投資主

権を行使しようとする投資主は、保管振替機構が個別投資主通知（保管振替機構が、本投資

法人に対して行う、投資主の氏名又は名称、保有投資口数等の通知をいいます。以下同じで

す。）を行うよう、投資主の口座を開設している口座管理機関に対して申し出ることができ

ます。投資主は、かかる個別投資主通知が本投資法人に対して行われた後4週間が経過する日

までに限り、少数投資主権を行使することができます。 
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第４【関係法人の状況】

１【資産運用会社の概況】

（１）【名称、資本金の額及び事業の内容】

① 名称及び住所 

名称：カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社 

住所：東京都新宿区西新宿一丁目25番1号 新宿センタービル33階 

 

② 資本金の額 

本書の日付現在  15,000万円 

 

③ 事業の内容 

(イ）  投資運用業 

(ロ）  投資法人の設立企画人としての業務 

(ハ）  宅地建物取引業 

(ニ）  前記(イ)から(ハ)までに付帯関連する一切の業務 

 

④ 会社の沿革 

2016年6月23日 カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社設立 

2016年8月26日 
宅地建物取引業の免許取得 

（免許証番号 東京都知事(1)第99617号） 

2017年2月28日 
宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得 

（認可番号 国土交通大臣認可第115号） 

2017年4月21日 
金融商品取引業（投資運用業）に係る登録 

（関東財務局長 （金商）第2987号） 

 

⑤ 株式の総数及び資本金の額の増減 

(イ)  発行可能株式総数（本書の日付現在） 

100,000株 

(ロ)  発行済株式の総数（本書の日付現在） 

30,000株 

(ハ)  最近5年間における資本金の額の増減 

2016年6月23日に設立された後、2016年10月26日付で増資が行われ、これにより資本

金の額は5,000万円から10,000万円に増額され、2017年6月5日付で増資が行われ、これ

により資本金の額は10,000万円から15,000万円に増額されています。 

 

⑥ その他 

(イ)  役員の変更 

本資産運用会社の取締役及び監査役の選任は、株主総会において議決権を行使する

ことができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

議決権の過半数をもって行います。取締役の選任決議は、累積投票によらないものと

します。取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時株主総会終結の時までで、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度

のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補欠又は増員

として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとします。ま

た、補欠により選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時まで

とします。本資産運用会社において取締役及び監査役に変更があった場合には、所定

の期間内に監督官庁へ届け出ます。また、本資産運用会社の取締役は、他の会社の取

締役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員）、監査役

若しくは執行役に就任した場合（他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が

金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合を含みます。）又は

他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、遅滞な

く、その旨を監督官庁へ届け出なければなりません（金融商品取引法第31条の4第1

項）。 

- 266 -



(ロ)  訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実 

本書の日付現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を

及ぼすことが予想される事実はありません。 

 

⑦ 関係業務の概要 

本投資法人が、本資産運用会社に委託する主な業務は資産の運用に係る業務です。 

 

（２）【運用体制】

① 業務運営の組織体制 

本資産運用会社の業務運営の組織体制は、以下のとおりです。 
 

 

 

本資産運用会社は、上記組織の下、本投資法人より委託を受けた資産の運用に係る業務を

行います。各種業務は、投資運用部及び財務企画部並びにチーフ・コンプライアンス・オフ

ィサーの各部署に分掌されます。 

また、投資判断に関する審議を行う機関として投資運用委員会を、コンプライアンスに関

する審議を行う機関としてコンプライアンス委員会を設置しています。 
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② 本資産運用会社の各組織の業務分掌体制 

各組織の業務分掌体制は、以下のとおりです。 

部門名 業務範囲 

取締役会 a. 本資産運用会社の経営に係る事項の審議及び決議 

b. 本資産運用会社の運営上の重要事項の審議及び決議 

c. その他付随する業務 

投資運用部 a. 本投資法人の投資方針及び投資計画並びに運用方針及び運用計画

の策定に関する業務 

b. 物件調査に関する業務 

c. 運用資産の取得方針及び計画の策定に関する業務 

d. 運用資産の取得の実行及び諸契約締結に関する業務 

e. 運用資産の譲渡方針及び計画の策定に関する業務 

f. 運用資産の譲渡の実行及び諸契約締結に関する業務 

g. 運用資産の価値維持・向上に関する業務 

h. 運用資産の管理状況の把握に関する業務 

i. オペレーターの指示及び監督に関する業務 

j. 運用資産に係る諸契約締結に関する業務 

k. 運用資産の取引関係者からの苦情・クレーム処理に関する業務 

l. その他付随する業務 

財務企画部 a. 本投資法人の投資方針及び投資計画並びに運用方針及び運用計画

の策定に関する業務 

b. ファイナンス方針及び計画の策定に関する業務 

c. 余資の運用方針及び計画の策定及び実行に関する業務 

d. 新投資口発行（投資口の分割及び投資口の併合を含みます。）に

関する業務 

e. 投資法人債（短期投資法人債を含みます。）の発行及び償還に関

する業務 

f. 資金の借入れ及び返済に関する業務 

g. その他の資金調達に関する業務 

h. 本投資法人の情報開示（IR）及びディスクロージャーに関する業

務 

i. 投資主等からの苦情・クレーム処理及び一般的事項に関する照会

等に関する業務 

j. 経済全般、市場の動向の調査及び分析に関する業務 

k. 分配方針及び計画の策定及び実行に関する業務 

l. 本資産運用会社の年度経理方針及び予算策定に関する業務 

m. 本資産運用会社の経理及び出納に関する業務 

n. 本資産運用会社の帳簿及び報告書の作成及び管理に関する業務 

o. 電算システム管理に関する業務 

p. 顧客情報管理に関する業務 

q. 本資産運用会社の人事方針及び計画の策定に関する業務 

r. 本資産運用会社の人事に関する業務 

s. 本資産運用会社の広報に関する業務 

t. 本資産運用会社の株主総会及び取締役会運営に関する業務 

u. 本投資法人の機関運営（投資主総会等）の補助に関する業務 

v. 本投資法人の運用資産に関する会計、税務及び資金管理に関する

業務 

w. 本資産運用会社の規程の改廃に関する業務 

x. 情報システム機器の運用、保全及び管理に関する業務 

y. チーフ・コンプライアンス・オフィサーの職務の補助業務 

z. その他付随する業務 
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部門名 業務範囲 

チーフ・コンプライア

ンス・オフィサー 

a. リスク管理に関する業務 

b. 法令諸規則遵守状況のモニタリング 

c. 内部管理に関する業務 

d. 内部監査に関する業務 

e. 本投資法人の資産取得・譲渡時における鑑定評価又はバリュエー

ション手続の管理 

f. 本資産運用会社の各種稟議等の事前審査 

g. 運用資産の賃借人その他の取引関係者からの苦情・クレーム処理

に関する統括業務 

h. 本資産運用会社の法務に関する業務 

i. 本資産運用会社の役職員の研修に関する業務 

j. インサイダー情報及び法人関係情報管理に関する業務 

k. 広告審査に関する業務 

l. 本投資法人の法務に関する業務 

m. 行政機関への定例報告及び届出に関する業務 

n. 行政機関及び業界諸団体等対応に関する業務 

o. その他付随する業務 

 

③ 委員会の概要 

各委員会の概要は、以下のとおりです。 

(イ)  投資運用委員会 

委員 代表取締役社長（委員長）、全常勤取締役、チーフ・コンプライアンス・オフィサ

ー、全部長、及び外部委員(注)。なお、非常勤取締役がオブザーバーとして参加する

ことができ、発言をすることができますが議決権を有しません。 

審議内容 ・本投資法人の投資方針及び投資計画の策定及び改定 

・本投資法人の運用方針及び運用計画の策定及び改定 

・本投資法人の資金調達に係る基本方針の策定及び改定 

・本投資法人の資産の取得及び譲渡の決定 

・本投資法人の資産の賃貸借、管理の委託及び工事の実施の決定（職務権限規程に定

めるものに限ります。） 

・本投資法人の資金調達に係る事項の決定 

・その他利害関係者取引規程に定める本投資法人と利害関係者との間の取引の決定 

・本投資法人の投資方針に係る重要事項 

・各部長が審議及び決議を求めた事項 

・委員長が必要と認めた事項及び本資産運用会社の社内規程により別途定める事項 

・その他付随する事項 

審議方法等 ・投資運用委員会は、議決に加わることのできる委員の3分の2以上の出席により成立

します。ただし、チーフ・コンプライアンス・オフィサー及び外部委員の出席は必

須とします。 

・チーフ・コンプライアンス・オフィサーを除く委員は、事故その他投資運用委員会

に出席できない特別の理由がある場合は、代理人を選任して投資運用委員会に出席

させ、議決権を行使することができるものとします。ただし、外部委員は、代理人

を選任する場合には、補欠外部委員から選任しなければならず、また、代理出席に

先立ち委員長の事前承認を受けなければならないものとします。 

・チーフ・コンプライアンス・オフィサーは、投資運用委員会の決議にあたり、法

令・諸規則等の遵守その他コンプライアンスに関する観点から問題の有無を検証

し、コンプライアンス上の問題がある議案については反対しなければならず、ま

た、その議決権については、主として議案のコンプライアンス面からの検証の観点

から行使するものとします。 

・投資運用委員会の決議は、外部委員を含む出席した議決権を有する委員全員の賛成

によります。非常勤取締役は、オブザーバーとして参加することができますが、投

資運用委員会における議決権は有しないものとします。 

・投資運用委員会は、原則として3か月に1回以上委員長が招集して開催するほか、投

資運用委員会への報告事項が存在する場合等、必要に応じて随時開催できます。 

(注) 本書の日付現在、外部委員として、本投資法人及び本資産運用会社との間に特別の利害関係を有していない不動産

鑑定士1名が選任されています。 
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(ロ)  コンプライアンス委員会 

委員 チーフ・コンプライアンス・オフィサー（委員長）、代表取締役社長、全常勤取締

役、全部長及び外部委員(注)。 

審議内容 ・利害関係者取引規程に定める本投資法人と利害関係者との間の取引の決定 

・上記以外の取引の決定であって、チーフ・コンプライアンス・オフィサーがコンプ

ライアンス委員会による審議及び決議が必要と判断したもの 

・コンプライアンス規程、コンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・プ

ログラムの策定及び改定 

・内部監査規程の策定及び改定 

・本資産運用会社のリスク管理に関する事項 

・チーフ・コンプライアンス・オフィサーが審議及び決議を求めた事項 

・委員長が必要と認めた事項及び本資産運用会社の社内規程により別途定める事項 

・本資産運用会社に対する苦情等の処理に関する事項その他コンプライアンス上不適

切な行為及び不適切であるとの疑義がある行為に関する事項 

・本投資法人の資産の取得及び譲渡の決定 

・その他付随する事項 

審議方法等 ・コンプライアンス委員会は、議決に加わることのできる委員の3分の2以上の出席に

より成立します。ただし、委員長及び外部委員の出席は必須とします。 

・委員長及び外部委員を除く委員は、事故その他コンプライアンス委員会に出席でき

ない特別の理由がある場合は、代理人を選任してコンプライアンス委員会に出席さ

せ、議決権を行使することができるものとします。 

・コンプライアンス委員会の決議は、委員長及び外部委員を含む出席した議決権を有

する委員全員の賛成によります。 

・コンプライアンス委員会は、原則として3か月に1回以上委員長が招集して開催する

ほか、コンプライアンス委員会への報告事項が存在する場合等、必要に応じて随時

開催できます。 

(注) 本書の日付現在、外部委員として、本投資法人及び本資産運用会社との間に特別の利害関係を有していない弁護士1

名が選任されています。 
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④ 投資運用の意思決定機構 

本資産運用会社は、規約に沿って、本投資法人から資産運用の一任を受けた資産運用会社

として、運用ガイドラインを策定し、投資方針、利害関係者との取引についてのルール、分

配の方針、開示の方針等の投資運用に関する基本的な考え方について定めます。 

また、本資産運用会社は、運用ガイドラインに従い、資産管理計画書等を策定し、運用ガ

イドラインに定める投資方針、利害関係者との取引についてのルールに従い、投資物件を選

定し、その取得を決定します。 

運用ガイドライン等の策定及び変更に係る意思決定フロー並びに資産の取得及び譲渡に係

る意思決定フローは、以下のとおりです。 

 

(イ)  本投資法人の資産の運用に係る投資方針に関する意思決定 

投資方針の策定及び変更については、起案部署である投資運用部及び財務企画部が

起案し(注)、チーフ・コンプライアンス・オフィサーの事前審査（並びにチーフ・コ

ンプライアンス・オフィサーが必要と判断した場合にはコンプライアンス委員会によ

る審議及び決議）、投資運用委員会の審議及び決議を経て、取締役会に上程され、取

締役会において審議及び決議されることにより、策定又は変更されます。ただし、当

該投資方針の策定又は変更が、利害関係者との取引に関する事項の策定又は変更であ

る場合には、投資運用委員会に先立ちコンプライアンス委員会における審議及び決議

を経た上で、取締役会の審議及び決議後、更に本投資法人の役員会に上程され、本投

資法人の役員会において審議及び承認されることにより、策定又は変更されます。な

お、かかる意思決定手続の過程において否決された議案は、起案部署に差し戻される

ものとします。 

資産管理計画書の策定及び変更についても投資方針の策定及び変更と同様の手続で

決定されます。 

 

 

(注)  投資運用部が投資方針・資産管理計画の草案・修正案を起案し、財務企画部が当該草案・修正案の内容について

検証し、投資運用部に対してフィードバックを行い、投資運用部及び財務企画部双方において確認を終えたもの

について、チーフ・コンプライアンス・オフィサーの承認を求めるものとします。 
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(ロ)  資産の取得及び譲渡に関する意思決定 

資産の取得及び譲渡については、起案部署である投資運用部が起案し、チーフ・コ
ンプライアンス・オフィサーの事前審査（並びにチーフ・コンプライアンス・オフィ
サーが必要と判断した場合にはコンプライアンス委員会による審議及び決議）を経
て、投資運用委員会において審議及び決議されることにより、決定されます（なお、
取引金額が50億円以上の取引については、投資運用委員会の決議後、取締役会に上程
され、取締役会において審議及び決議されることにより、決定されます。）。ただ
し、当該資産の取得又は譲渡が、利害関係者取引規程に定める本投資法人と利害関係
者との間の取引である場合には、投資運用委員会に先立ちコンプライアンス委員会に
おける審議及び決議を経た上で、投資運用委員会の決議後（取引金額が50億円以上の
取引については取締役会の決議後）、更に本投資法人の役員会に上程され、本投資法
人の役員会において審議及び承認され、投資法人の同意を得ることにより、決定され
ます。決定された資産の取得及び譲渡については、資産の取得及び譲渡が取締役会に
おいて審議及び決議された場合を除き、その後取締役会において報告されます。な
お、かかる意思決定手続の過程において否決された議案は、起案部署に差し戻される
ものとします。 
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⑤ 投資運用に関するリスク管理体制の整備状況 

本資産運用会社は、リスク管理規程において、リスク管理の方法、リスク管理のチェック

及びリスクについて不測の重大な事態が発生した場合の対応方法等を規定しています。本資

産運用会社は、運用及び管理に係るリスクについて、以下の手法等を通じて管理するととも

に、かかるリスク管理規程に従ったリスク管理及びリスク管理のチェックを実施していま

す。加えて、本資産運用会社は、リスク管理方針において、インフラファンドたる本投資法

人の運営を行う上で重要な諸リスクを特定し、リスクの把握・認識方法、リスクリミット、

リスク低減の方策（リスクへの対処方法）、リスク発見時のリスク削減方法等の観点から管

理すべき事項を規定し、その管理方針等を定めています。リスク管理方針の詳細について

は、前記「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク (2) 投資リスクに

対する管理体制 ② 本資産運用会社の体制 (ロ) リスク管理方針」をご参照ください。 

 

(イ)  本資産運用会社は、運用ガイドラインその他の本資産運用会社の社内諸規程におい

て、ポートフォリオの構築方針、ポートフォリオの運用方針、投資を行う場合の審

査基準、物件のデュー・ディリジェンスの基準等を定めています。かかる運用ガイ

ドラインその他の本資産運用会社の社内諸規定を遵守することにより、投資運用に

係るリスクの管理に努めています。また、本資産運用会社は、職務分掌規程、職務

権限規程、委員会規程及びコンプライアンス規程等の社内規程を定めて本投資法人

の資産運用に係る重要な事項の決定プロセスの明確化及びかかる意思決定プロセス

の過程での法令遵守状況の監視を図っているほか、不動産の調査、取得、運営管理

その他の業務それぞれについて、客観的な業務手順を確立して、リスクの管理に努

めています。 

 

(ロ)  利害関係者と本投資法人との間の取引については、自主ルールとして利害関係者取

引規程を定めており、これを遵守することにより利益相反に係るリスク管理を行い

ます。詳細については、前記「第3 管理及び運営 2 利害関係人との取引制限 

(2) 本資産運用会社の自主ルール（利害関係者取引規程）」をご参照ください。 

 

(ハ)  本資産運用会社は、内部者取引等管理規程を定めて、役員及び従業員によるインサ

イダー取引等の防止に努めています。 

 

(ニ)  フォワード・コミットメント等に係る物件は、決済までの間、本投資法人の貸借対

照表には計上されずオフバランスとなりますが、当該期間中の当該物件の価格変動

リスクは本投資法人に帰属することになります。このため、フォワード・コミット

メント等を行う場合、本資産運用会社において、違約金の上限、物件の取得額の上

限、契約締結から物件引渡しまでの期間の上限等について基準を設定する等のルー

ルを定めた社内規則を定め、これにに基づき、当該リスクを管理します。 

(注)  取得予定資産に係る資産等譲渡契約については、いずれもフォワード・コミットメント等に該当しますが、

新規上場に伴う締結という特殊性ゆえに、これらの基準は適用せず、本募集と合わせて資産等譲渡契約に関

するリスクを個別に判断し、その締結の可否を決定しています。資産等譲渡契約には、売買の実行の前提条

件の一部として、新投資口の発行又は資金の借入れにより、取得予定資産の取得に必要となる額の調達が完

了したこと及び本投資口の上場が定められており、かかる前提条件が成就しない場合は、各取得予定資産の

買主である本投資法人は、資産等譲渡契約を解除することができるものとされており、この場合、売主及び

買主は、当該条件不成就を理由とする損害の賠償その他何らの請求も互いに行わない旨が定められていま

す。したがって、本募集又は資金の借入れが完了できずに資産等譲渡契約上の譲渡価額等の支払義務を履行

できない場合においては損害の賠償その他何らの請求も行われないため、本投資法人の財務及び分配金等に

直接的に重大な悪影響を与える可能性は低いと考えています。 
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（３）【大株主の状況】

（本書の日付現在） 

名称 住所 
所有株式数 

（株） 

比率 

（%） 

(注) 

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社 

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号新宿三井ビル

50階 
30,000 100.0 

合計 30,000 100.0 

(注)  比率とは、発行済株式総数に対する所有株式数の比率をいいます。 

 

（４）【役員の状況】

（本書の日付現在） 

役職名 氏 名 主要略歴 

所有 

株式数 

（株） 

代表取締役社長 

（常勤） 

大竹喜久(注) 前記「第1 投資法人の追加情報 2 役員の状況」をご参照ください。 0 

取締役投資運用 中村哲也 1983年4月 武田薬品工業株式会社 入社 0 

部長（常勤）   1989年8月 山一證券株式会社 入社 国際金融部  

    1993年9月 山一インターナショナル（アメリカ）インク 出向  

    1998年2月 東京海上火災保険株式会社 入社 財務企画部  

    1999年10月 シュワブ東京海上証券株式会社 出向 商品開発

（株式）部長 

 

    2002年4月 東京海上火災保険株式会社 金融開発部・不動産投

資グループ課長（不動産企画統括） 

 

    2003年2月 ミレア・リアルエステイトリスク・マネジメント株

式会社 取締役就任（出向） 

 

    2007年2月 株式会社イシン・ホテル・リート・マネジメント 

入社 代表取締役社長 

 

    2009年2月 東京海上アセットマネジメント投信株式会社 入社 

法人営業本部部長 

 

    2015年9月 インターナショナル・ヘルスウエイ・コーポレーシ

ョン（IHC） 入社 

 

    2015年9月 IHC ジャパン・マネジメント株式会社 入社 取締

役 事業企画部長 

 

    2016年8月 カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株

式会社 入社 投資運用部長 

 

    2016年9月 同社 取締役（現任）  

取締役 

（非常勤） 

ショーン・ク

ゥ 

1995年6月 オンタリオ・パワー・ジェネレーション・インク

（カナダ）ソーラー製品商業化チームリーダー 

0 

    1997年6月 ATSオートメーション・ツーリング・システム・イン

ク（カナダ）製品技術・事業開発・戦略計画担当 

 

    2001年11月 カナディアン・ソーラー・インク（カナダ） 

会長・社長兼最高経営責任者（現任） 

 

    2016年6月 カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株

式会社 取締役（現任） 
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役職名 氏 名 主要略歴 

所有 

株式数 

（株） 

取締役 

（非常勤） 

フィフェン・

チャン 

2000年1月 シティグループ（アメリカ） エクイティ・プロパ

ティ・トレーダー 

0 

    2008年4月 CSOPアセットマネジメント（香港）CEO  

    2011年1月 チャイナ・インターナショナル・キャピタル・コー

プ・アメリカ（アメリカ）セールスアンドトレーデ

ィングユニット共同代表 

 

    2016年1月 カナディアン・ソーラー・インク（カナダ）シニア

バイスプレジデント 

 

    2016年5月 カナディアン・ソーラー・インク（カナダ）シニア

バイスプレジデント兼CFO（現任） 

 

    2016年10月 カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株

式会社 取締役（現任） 

 

取締役 

（非常勤） 

ジェフ・ロイ 2008年5月 DAI・グループ（カナダ）太陽光発電所開発担当兼セ

ールスネットワーク担当 

0 

    2010年4月 カナディアン・ソーラー・インク（カナダ）プロジ

ェクトマネジャー 

 

    2012年5月 カナディアン・ソーラー・インク（カナダ）ディレ

クター 

 

    2014年10月 カナディアン・ソーラー・インク（カナダ）プロジ

ェクト建設・運営調達担当責任者 

 

    2015年4月 カナディアン・ソーラー・インク（カナダ）  

    2015年5月 カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社 

代表取締役／ジェネラルマネージャー（現任） 

 

    2016年6月 カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株

式会社 代表取締役 

 

    2016年9月 カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株

式会社 取締役（現任） 

 

取締役 

（非常勤） 

タム・カー・

ロック 

1997年5月 アーンスト・ヤング（シンガポール） 

マネージャー・監査及びUS資本市場担当 

0 

    2004年8月 STATS・チップ・PAC（シンガポール） 

ヴァイスプレジデント・コーポレートファイナンス 

 

    2015年7月 カナディアン・ソーラー・インク（カナダ） 

グループ・ヴァイスプレジデント・コーポレートフ

ァイナンス（現任） 

 

    2017年8月 カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株

式会社 取締役（現任） 

 

監査役 水上彰 1988年4月 三井住友海上火災保険株式会社 副長 0 

（非常勤）   2000年9月 株式会社ユー・エス・ジェイ 内部監査室長代理  

    2009年3月 日本デルファイ・オートモーティブ・システムズ株

式会社 ファイナンスマネージャー 

 

    2011年5月 日本ゴア株式会社 コントローラー  

    2015年6月 カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社 

ファイナンスコントローラー 

 

    2016年6月 カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株

式会社 監査役（現任） 

 

    2017年2月 カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社

APACファイナンシャルコントローラー（現任） 

 

(注)  大竹喜久は、本投資法人の執行役員を兼務しており、金融商品取引法第31条の4第1項に従い、2017年5月30日付で金融庁長官に兼職の届

出を行っています。 
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（５）【事業の内容及び営業の概況】

① 事業の内容 

本資産運用会社は、投信法上の資産運用会社として登録投資法人の資産運用を行っていま

す。 

 

② 営業の概況 

本書の日付現在、本資産運用会社が資産の運用を行う投資法人は、本投資法人のみです。 

 

③ 関係業務の概況 

本資産運用会社は、本投資法人の資産の運用に係る業務を行っています。 

 

④ 資本関係 

本書の日付現在、本資産運用会社は本投資口を保有していません。 
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２【その他の関係法人の概況】

A  投資主名簿等管理人、機関運営事務等受託者及び資産保管会社（投信法第117条第2号乃至

第6号及び第208条関係） 

（１）【名称、資本金の額及び事業の内容】 

①  名称 

三井住友信託銀行株式会社 

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 

②  資本金の額 

2017年3月末日現在  342,037百万円 

③  事業の内容 

銀行法（昭和56年法律第59号。その後の改正を含みます。）に基づき銀行業を営むとと

もに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和18年法律第43号。その後の改正を

含みます。）に基づき信託業務を営んでいます。 

 

（２）【関係業務の概要】 

①  投資主名簿等管理人としての業務 

(イ)  投資主名簿及び新投資口予約権原簿（これらを総称して、以下、本①において「投

資主名簿等」といいます。）の作成、管理及び備置に関する事務 

(ロ)  投資主名簿への投資主及び登録投資口質権者又はこれらの者の代理人等（以下、本

①において「投資主等」といいます。）の投資主名簿記載事項の記録並びに投資主

名簿と振替口座簿に記録すべき振替投資口数との照合に関する事務 

(ハ)  投資主等の住所及び氏名の記録又はその変更事項の記録に関する事務 

(ニ)  投資主等の提出する届出の受理に関する事務 

(ホ)  投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する参考書類等各種送付物の送

付並びにこれらの返戻履歴の管理に関する事務 

(ヘ)  議決権行使書面（又は委任状）の作成、受理及び集計に関する事務 

(ト)  金銭の分配（以下、本①において「分配金」といいます。）の計算及び支払に関す

る事務 

(チ)  分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分配金の確定及びその支払い

に関する事務 

(リ)  新投資口予約権原簿の作成、管理及び備置に関する事務 

(ヌ)  新投資口予約権の行使に関する事務 

(ル)  新投資口予約権原簿への新投資口予約権者及び登録新投資口予約権質権者（以下、

本①において「新投資口予約権者等」といいます。）の新投資口予約権原簿記載事

項の記録並びに新投資口予約権原簿と振替口座簿に記録すべき振替新投資口予約権

数との照合に関する事務 

(ヲ)  新投資口予約権者等の住所及び氏名の記録又はその変更事項の記録に関する事務 

(ワ)  投資主名簿等の閲覧又は謄写若しくは証明書の交付に関する事務 

(カ)  自己投資口及び自己新投資口予約権の消却に関する事務 

(ヨ)  投資口及び新投資口予約権に関する諸統計及び官庁、証券取引所等への届出若しく

は報告に関する資料の作成事務 

(タ)  投資口に関する照会応答、諸証明書の発行及び事故届出の受理に関する事項 

(レ)  投資口の併合、投資口の分割、募集投資口の発行及び新投資口予約権無償割当て、

並びに合併等に関する事務等の臨時事務 

(ソ)  委託事務を処理するため使用した本投資法人に帰属する書類の整理保管に関する事

務 

(ツ)  支払調書等の作成対象となる投資主等、新投資口予約権者等の個人番号及び法人番

号（以下、本①において「個人番号等」といいます。）について、振替機関あて請

求及び通知受領に関する事務 

(ネ)  本投資法人の投資主等及び新投資口予約権者等に係る個人番号等の収集に関する事

務 

(ナ)  本投資法人の投資主等及び新投資口予約権者等の個人番号等の登録、保管及び別途

定める保管期間経過後の廃棄又は削除に関する事務 
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(ラ)  行政機関等あて個人番号等の提供に関する事務 

(ム)  その他振替機関との情報の授受に関する事項 

(ウ)  前記(イ)から(ム)までに関する照会に対する応答 

(ヰ)  前記(イ)から(ウ)までに掲げる事項に付随する事務 

②  機関運営事務受託者としての業務 

(イ)  本投資法人の機関（役員会及び投資主総会をいいます。）の運営に関する事務（た

だし、投信法第117条第2号に基づき、投資主総会関係書類の発送、議決権行使書の

受理、集計に関する事務等の投資主名簿の作成及び備置に関する事務を委託した一

般事務受託者が行う事務を除きます。） 

(ロ)  その他前記(イ)に付随関連する事務 

③  資産保管会社としての業務 

(イ)  資産保管業務 

(ロ)  金銭出納管理業務 

(ハ)  その他前各号に付随関連する業務 

 

（３）【資本関係】 

本書の日付現在、本投資法人と三井住友信託銀行株式会社との間には資本関係はありま

せん。 

 

B   会計事務等に関する一般事務受託者（投信法第117条第5号及び第6号関係） 

(1)  名称、資本金の額及び事業の内容 

①  名称 

EY税理士法人 

東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 

②  資本金の額 

該当事項はありません。 

③  事業の内容 

税理士業を営んでいます。 

 

(2)  関係業務の概要 

本投資法人の一般事務受託者（投信法第117条第5号及び第6号）として計算に関する事

務、会計帳簿の作成に関する事務等を行います。 

 

(3)  資本関係 

本書の日付現在、本投資法人とEY税理士法人との間には資本関係はありません。 

 

C   本資産運用会社の親会社／スポンサー／オペレーター 

(1)  名称、資本金の額及び事業の内容 

①  名称 

カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社 

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号新宿三井ビル50階 

②  資本金の額 

2016年12月末日現在  100百万円 

③  事業の内容 

太陽光その他新エネルギーに係る設備の設置、運用及び保守管理業務、新エネルギーに

係るリサーチ及びコンサルティング等を営んでいます。 
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(2)  関係業務の概要 

カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社は、本資産運用会社の親会社であり、ス

ポンサー・サポート契約に基づき、スポンサー・グループ保有情報の優先的提供及び優先的

売買交渉権の付与等のスポンサー・サポートの提供を行っています。また、取得予定資産の

各賃借人との間でアセットマネジメント業務委託契約に基づき、取得予定資産について、オ

ペレーターとなる予定です。 

 

(3)  資本関係 

本書の日付現在、カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社は、本投資法人の主要

な投資主（発行済投資口の総数に対する所有投資口数の割合100.0%）です。また、カナディ

アン・ソーラー・プロジェクト株式会社は、本投資法人の上場時において、発行済投資口の

総数の15.0%を保有する予定です(注)。 

(注)  本投資法人は、国内一般募集の対象となる本投資口のうち、25,395口をカナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社に

販売する予定であり、本件第三者割当による新投資口の全部が発行された場合、カナディアン・ソーラー・プロジェクト株

式会社の保有割合は発行済投資口の総数の14.3%となる予定です。 

 

D   本資産運用会社の親会社 

(1)  名称、資本金の額及び事業の内容 

①  名称 

カナディアン・ソーラー・インク 

545 Speedvale Avenue West, Guelph, Ontario, Canada N1K 1E6 

②  資本金の額 

2016年12月末日現在  7.01億米ドル（77,435百万円） 

(注)  アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円貨換算は、便宜上、2017年8月末日現在の株式会社みずほ銀行の

対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝110.42円）を用いています。以下同じです。 

③  事業の内容 

①モジュール(Module)事業（太陽電池モジュール、セル、ウェハー等や太陽光発電設備

のシステム部品等のデザイン、開発、製造及び販売等）、②エネルギー(Energy)事業（太

陽光発電所の開発プロジェクト、建設及び販売、EPCサービス及びO&Mサービス等の提供、

並びに太陽光発電所の保有及び売電事業等）を営んでいます。 

 

(2)  関係業務の概要 

該当事項はありません。 

 

(3)  資本関係 

本書の日付現在、本投資法人とカナディアン・ソーラー・インクとの間には資本関係はあ

りません。 

 

E   本資産運用会社の利害関係人等 

(1)  名称、資本金の額及び事業の内容 

①  名称 

ティーダ・パワー06合同会社 

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号新宿三井ビル50階 

②  資本金の額 

2017年8月24日現在  1円 

③  事業の内容 

再生可能エネルギー施設の開発、取得、建設、所有及び運営、発電及び電力の売買を営

んでいます。 

 

(2)  関係業務の概要 

資産等譲渡契約に基づき、本投資法人に対してCS志布志市発電所を譲渡する予定です。ま

た、発電設備等賃貸借契約に基づき、本投資法人からCS志布志市発電所を賃借する予定で

す。更に、本投資法人との間で締結したオペレーター管理業務委託契約及びカナディアン・

ソーラー・プロジェクト株式会社との間で締結したアセットマネジメント業務委託契約に基
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づき、CS志布志市発電所について、カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社をオペ

レーターとして選定する予定です。 

 

(3)  資本関係 

本書の日付現在、本投資法人とティーダ・パワー06合同会社との間には資本関係はありま

せん。 

 

F   本資産運用会社の利害関係人等 

(1)  名称、資本金の額及び事業の内容 

①  名称 

ティーダ・パワー05合同会社 

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号新宿三井ビル50階 

②  資本金の額 

2017年8月24日現在  1円 

③  事業の内容 

再生可能エネルギー施設の開発、取得、建設、所有及び運営、発電及び電力の売買を営

んでいます。 

 

(2)  関係業務の概要 

資産等譲渡契約に基づき、本投資法人に対してCS伊佐市発電所を譲渡する予定です。ま

た、発電設備等賃貸借契約に基づき、本投資法人からCS伊佐市発電所を賃借する予定です。

更に、本投資法人との間で締結したオペレーター管理業務委託契約及びカナディアン・ソー

ラー・プロジェクト株式会社との間で締結したアセットマネジメント業務委託契約に基づ

き、CS伊佐市発電所について、カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社をオペレー

ターとして選定する予定です。 

 

(3)  資本関係 

本書の日付現在、本投資法人とティーダ・パワー05合同会社との間には資本関係はありま

せん。 

 

G   本資産運用会社の利害関係人等 

(1)  名称、資本金の額及び事業の内容 

①  名称 

CASTILLA CLEAN ENERGIES TSUKUBA株式会社 

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号新宿三井ビル50階 

②  資本金の額 

2017年8月24日現在  10万円 

③  事業の内容 

太陽光・風力等のクリーンエネルギー開発その他のエネルギー事業全般に係る施設の開

発、製造、設置、運営、管理、売買、賃貸借、リース等を営んでいます。 

 

(2)  関係業務の概要 

資産等譲渡契約に基づき、本投資法人に対してCS笠間市発電所を譲渡する予定です。ま

た、発電設備等賃貸借契約に基づき、本投資法人かCS笠間市発電所を賃借する予定です。更

に、本投資法人との間で締結したオペレーター管理業務委託契約及びカナディアン・ソーラ

ー・プロジェクト株式会社との間で締結したアセットマネジメント業務委託契約に基づき、

CS笠間市発電所について、カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社をオペレーター

として選定する予定です。 

 

(3)  資本関係 

本書の日付現在、本投資法人とCASTILLA CLEAN ENERGIES TSUKUBA株式会社との間には資

本関係はありません。 
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H   本資産運用会社の利害関係人等 

(1)  名称、資本金の額及び事業の内容 

①  名称 

ティーダ・パワー10合同会社 

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号新宿三井ビル50階 

②  資本金の額 

2017年8月24日現在  1円 

③  事業の内容 

再生可能エネルギー施設の開発、取得、建設、所有及び運営、発電及び電力の売買を営

んでいます。 

 

(2)  関係業務の概要 

資産等譲渡契約に基づき、本投資法人に対してCS伊佐市第二発電所を譲渡する予定です。

また、発電設備等賃貸借契約に基づき、本投資法人からCS伊佐市第二発電所を賃借する予定

です。更に、本投資法人との間で締結したオペレーター管理業務委託契約及びカナディア

ン・ソーラー・プロジェクト株式会社との間で締結したアセットマネジメント業務委託契約

に基づき、CS伊佐市第二発電所について、カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社

をオペレーターとして選定する予定です。 

 

(3)  資本関係 

本書の日付現在、本投資法人とティーダ・パワー10合同会社との間には資本関係はありま

せん。 

 

I   本資産運用会社の利害関係人等 

(1)  名称、資本金の額及び事業の内容 

①  名称 

ティーダ・パワー09合同会社 

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号新宿三井ビル50階 

②  資本金の額 

2017年8月24日現在  1円 

③  事業の内容 

再生可能エネルギー施設の開発、取得、建設、所有及び運営、発電及び電力の売買を営

んでいます。 

 

(2)  関係業務の概要 

資産等譲渡契約に基づき、本投資法人に対してCS湧水町発電所を譲渡する予定です。ま

た、発電設備等賃貸借契約に基づき、本投資法人からCS湧水町発電所を賃借する予定です。

更に、本投資法人との間で締結したオペレーター管理業務委託契約及びカナディアン・ソー

ラー・プロジェクト株式会社との間で締結したアセットマネジメント業務委託契約に基づ

き、CS湧水町発電所について、カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社をオペレー

ターとして選定する予定です。 

 

(3)  資本関係 

本書の日付現在、本投資法人とティーダ・パワー09合同会社との間には資本関係はありま

せん。 

 

J   本資産運用会社の利害関係人等 

(1)  名称、資本金の額及び事業の内容 

①  名称 

ティーダ・パワー02合同会社 

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号新宿三井ビル50階 

②  資本金の額 

2017年8月24日現在  1円 
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③  事業の内容 

再生可能エネルギー施設の開発、取得、建設、所有及び運営、発電及び電力の売買を営

んでいます。 

 

(2)  関係業務の概要 

資産等譲渡契約に基づき、本投資法人に対してCS伊佐市第三発電所を譲渡する予定です。

また、発電設備等賃貸借契約に基づき、本投資法人からCS伊佐市第三発電所を賃借する予定

です。更に、本投資法人との間で締結したオペレーター管理業務委託契約及びカナディア

ン・ソーラー・プロジェクト株式会社との間で締結したアセットマネジメント業務委託契約

に基づき、CS伊佐市第三発電所について、カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社

をオペレーターとして選定する予定です。 

 

(3)  資本関係 

本書の日付現在、本投資法人とティーダ・パワー02合同会社との間には資本関係はありま

せん。 

 

K   本資産運用会社の利害関係人等 

(1)  名称、資本金の額及び事業の内容 

①  名称 

CASTILLA CLEAN ENERGIES TSUKUBA2株式会社 

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号新宿三井ビル50階 

②  資本金の額 

2017年8月24日現在  10万円 

③  事業の内容 

太陽光・風力等のクリーンエネルギー開発その他のエネルギー事業全般に係る施設の開

発、製造、設置、運営、管理、売買、賃貸借、リース等を営んでいます。 

 

(2)  関係業務の概要 

資産等譲渡契約に基づき、本投資法人に対してCS笠間市第二発電所を譲渡する予定です。

また、発電設備等賃貸借契約に基づき、本投資法人からCS笠間市第二発電所を賃借する予定

です。更に、本投資法人との間で締結したオペレーター管理業務委託契約及びカナディア

ン・ソーラー・プロジェクト株式会社との間で締結したアセットマネジメント業務委託契約

に基づき、CS笠間市第二発電所について、カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社

をオペレーターとして選定する予定です。 

 

(3)  資本関係 

本書の日付現在、本投資法人とCASTILLA CLEAN ENERGIES TSUKUBA2株式会社との間には資

本関係はありません。 

 

L   本資産運用会社の利害関係人等 

(1)  名称、資本金の額及び事業の内容 

①  名称 

ティーダ・パワー25合同会社 

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号新宿三井ビル50階 

②  資本金の額 

2017年8月24日現在  1円 

③  事業の内容 

再生可能エネルギー施設の開発、取得、建設、所有及び運営、発電及び電力の売買を営

んでいます。 

 

(2)  関係業務の概要 

資産等譲渡契約に基づき、本投資法人に対してCS日出町発電所を譲渡する予定です。ま

た、発電設備等賃貸借契約に基づき、本投資法人からCS日出町発電所を賃借する予定です。
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更に、本投資法人との間で締結したオペレーター管理業務委託契約及びカナディアン・ソー

ラー・プロジェクト株式会社との間で締結したアセットマネジメント業務委託契約に基づ

き、CS日出町発電所について、カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社をオペレー

ターとして選定する予定です。 

 

(3)  資本関係 

本書の日付現在、本投資法人とティーダ・パワー25合同会社との間には資本関係はありま

せん。 

 

M   本資産運用会社の利害関係人等 

(1)  名称、資本金の額及び事業の内容 

①  名称 

ティーダ・パワー07合同会社 

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号新宿三井ビル50階 

②  資本金の額 

2017年8月24日現在  1円 

③  事業の内容 

再生可能エネルギー施設の開発、取得、建設、所有及び運営、発電及び電力の売買を営

んでいます。 

 

(2)  関係業務の概要 

資産等譲渡契約に基づき、本投資法人に対してCS芦北町発電所を譲渡する予定です。ま

た、発電設備等賃貸借契約に基づき、本投資法人からCS芦北町発電所を賃借する予定です。

更に、本投資法人との間で締結したオペレーター管理業務委託契約及びカナディアン・ソー

ラー・プロジェクト株式会社との間で締結したアセットマネジメント業務委託契約に基づ

き、CS芦北町発電所について、カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社をオペレー

ターとして選定する予定です。 

 

(3)  資本関係 

本書の日付現在、本投資法人とティーダ・パワー07合同会社との間には資本関係はありま

せん。 

 

N   本資産運用会社の利害関係人等 

(1)  名称、資本金の額及び事業の内容 

①  名称 

ティーダ・パワー01合同会社 

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号新宿三井ビル50階 

②  資本金の額 

2017年8月24日現在  1円 

③  事業の内容 

再生可能エネルギー施設の開発、取得、建設、所有及び運営、発電及び電力の売買を営

んでいます。 

 

(2)  関係業務の概要 

資産等譲渡契約に基づき、本投資法人に対してCS南島原市発電所（東）、同発電所（西）

を譲渡する予定です。また、発電設備等賃貸借契約に基づき、本投資法人からCS南島原市発

電所（東）、同発電所（西）を賃借する予定です。更に、本投資法人との間で締結したオペ

レーター管理業務委託契約及びカナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社との間で締

結したアセットマネジメント業務委託契約に基づき、CS南島原市発電所（東）、同発電所

（西）について、カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社をオペレーターとして選

定する予定です。 
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(3)  資本関係 

本書の日付現在、本投資法人とティーダ・パワー01合同会社との間には資本関係はありま

せん。 

 

O   本資産運用会社の利害関係人等 

(1)  名称、資本金の額及び事業の内容 

①  名称 

ユニバージー06合同会社 

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号新宿三井ビル50階 

②  資本金の額 

2017年8月24日現在  1円 

③  事業の内容 

再生可能エネルギー施設の開発、取得、建設、所有及び運営、発電及び電力の売買を営

んでいます。 

 

(2)  関係業務の概要 

資産等譲渡契約に基づき、本投資法人に対してCS皆野町発電所を譲渡する予定です。ま

た、発電設備賃等貸借契約に基づき、本投資法人からCS皆野町発電所を賃借する予定です。

更に、本投資法人との間で締結したオペレーター管理業務委託契約及びカナディアン・ソー

ラー・プロジェクト株式会社との間で締結したアセットマネジメント業務委託契約に基づ

き、CS皆野町発電所について、カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社をオペレー

ターとして選定する予定です。 

 

(3)  資本関係 

本書の日付現在、本投資法人とユニバージー06合同会社との間には資本関係はありませ

ん。 

 

P   本資産運用会社の利害関係人等 

(1)  名称、資本金の額及び事業の内容 

①  名称 

CLEAN SANGONERA株式会社 

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号新宿三井ビル50階 

②  資本金の額 

2017年8月24日現在  1円 

③  事業の内容 

再生可能エネルギー施設の開発、取得、建設、所有及び運営、発電及び電力の売買を営

んでいます。 

 

(2)  関係業務の概要 

資産等譲渡契約に基づき、本投資法人に対してCS函南町発電所を譲渡する予定です。ま

た、発電設備等賃貸借契約に基づき、本投資法人からCS函南町発電所を賃借する予定です。

更に、本投資法人との間で締結したオペレーター管理業務委託契約及びカナディアン・ソー

ラー・プロジェクト株式会社との間で締結したアセットマネジメント業務委託契約に基づ

き、CS函南町発電所について、カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社をオペレー

ターとして選定する予定です。 

 

(3)  資本関係 

本書の日付現在、本投資法人とCLEAN SANGONERA株式会社との間には資本関係はありませ

ん。 
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Q   本資産運用会社の利害関係人等 

(1)  名称、資本金の額及び事業の内容 

①  名称 

ティーダ・パワー22合同会社 

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号新宿三井ビル50階 

②  資本金の額 

2017年8月24日現在  1円 

③  事業の内容 

再生可能エネルギー施設の開発、取得、建設、所有及び運営、発電及び電力の売買を営

んでいます。 

 

(2)  関係業務の概要 

資産等譲渡契約に基づき、本投資法人に対してCS益城町発電所を譲渡する予定です。ま

た、発電設備等賃貸借契約に基づき、本投資法人からCS益城町発電所を賃借する予定です。

更に、本投資法人との間で締結したオペレーター管理業務委託契約及びカナディアン・ソー

ラー・プロジェクト株式会社との間で締結したアセットマネジメント業務委託契約に基づ

き、CS益城町発電所について、カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社をオペレー

ターとして選定する予定です。 

 

(3)  資本関係 

本書の日付現在、本投資法人とティーダ・パワー22合同会社との間には資本関係はありま

せん。 

 

R   国内における引受人（投信法第117条第1号関係） 

(1)  名称、資本金の額及び事業の内容 

引受人の名称 
資本金の額(注) 

（2017年6月末日現在） 
事業の内容 

みずほ証券株式会社 125,167百万円 
金融商品取引法に

基づく金融商品取

引業（第一種金融

商品取引業）を営

んでいます。 
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円 

(注)  「資本金の額」は、百万円未満を切り捨てて記載しています。 

 

(2)  関係業務の概要 

各国内における引受人は、本投資法人の一般事務受託者（投信法第117条第1号）として国

内一般募集において投資口を引き受ける者の募集に関する事務を行います。 

 

(3)  資本関係 

本書の日付現在、本投資法人と各国内における引受人との間には資本関係はありません。 
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S   海外における引受人（投信法第117条第1号関係） 

(1)  名称、資本金の額及び事業の内容 

引受人の名称 資本金の額 事業の内容 

Mizuho International plc 

709,900,000ユーロ 

（93,209百万円） 

(注2) 
投資銀行業 

Macquarie Capital Limited 

3,581,781,098香港ドル 

（50,538百万円） 

(注3) 

(注1)  ユーロの円貨換算は、便宜上、2017年8月末日現在の株式会社みずほ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1ユーロ＝131.30

円）を用いています。また、香港ドルの円貨換算は、便宜上、2017年8月末日現在の株式会社みずほ銀行の対顧客電信売買

相場の仲値（1香港ドル＝14.11円）を用いています。 
(注2)  Mizuho International plcについては、2017年3月末日現在の資本金の額を記載しています。 
(注3)  Macquarie Capital Limitedについては、2017年8月末日現在の資本金の額を記載しています。 

 

(2)  関係業務の概要 

各海外における引受人は、本投資法人の一般事務受託者（投信法第117条第1号）として海

外募集において投資口を引き受ける者の募集に関する事務を行います。 

 

(3)  資本関係 

本書の日付現在、本投資法人と各海外における引受人との間には資本関係はありません。 
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第５【投資法人の経理状況】

本投資法人の第1期の計算期間は、本投資法人設立の日（2017年5月18日）から2017年9月末日

までです。本書の日付現在、本投資法人は、第1期の計算期間を終了していませんので、第1期に

関する財務諸表は作成されていません。したがって、該当事項はありません。本投資法人の第2

期の計算期間は、2017年10月1日から翌年6月末日まで、第3期以後の計算期間は、毎年1月1日か

ら6月末日まで、及び7月1日から12月末日までの期間とします。 

本投資法人の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年

大蔵省令第59号。その後の改正を含みます。）及び同規則第2条の規定により、投資法人計算規

則に基づいて作成されます。 

本投資法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、財務諸表について太陽有限

責任監査法人の監査を受けます。 

 

１【財務諸表】

本投資法人の第1期の計算期間は、本投資法人設立の日（2017年5月18日）から2017年9月末日

までです。本書の日付現在、本投資法人は、第1期の計算期間を終了していませんので、第1期に

関する財務諸表は作成されていません。したがって、該当事項はありません。 
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２【投資法人の現況】

【純資産額計算書】

（2017年5月18日現在） 

  金   額 

Ⅰ．資産総額 150,000,000円 

Ⅱ．負債総額 0円 

Ⅲ．純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 150,000,000円 

Ⅳ．発行済数量 1,500口 

Ⅴ．1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 100,000円 

(注)  「資産総額」、「負債総額」及び「純資産総額」は、帳簿価額を使用しています。 
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第６【販売及び買戻しの実績】
 

計算期間 販売日 
販売口数 

（口） 

買戻し口数 

（口） 

発行済口数 

（口） 

第1期 

（自 2017年5月18日 

至 2017年9月末日） 

2017年5月18日 1,500 － 1,500 

(注1)  本邦外における販売及び買戻しの実績はありません。 
(注2)  本投資法人による投資口の買戻しの実績はありません。 

 

- 289 -



第四部【その他】

1.  本書に基づく本投資口の募集及び売出しに関し、金融商品取引法及び関係政省府令に基づき、交

付目論見書及び請求目論見書を作成し、これらを合冊（以下、交付目論見書と請求目論見書を合冊

したかかる目論見書を「目論見書」といいます。）して投資家へ配布することがあります。その際

には、当該目論見書に表紙を設け、「新投資口発行及び投資口売出届出目論見書」と記載するほ

か、交付目論見書と請求目論見書のそれぞれに表紙を設け、かつ、それらの区分が明確となるよう

にします。 

 

2.  目論見書、交付目論見書及び請求目論見書の各表紙、表紙裏及び裏表紙並びに交付目論見書の表

紙以降に、本投資法人、本資産運用会社及びスポンサーを含むカナディアン・ソーラー・グループ

各社の名称及び英文名称又はその略称、本投資法人の基本理念に関するキャッチコピーである

『CLEANER ENERGY FOR THE NEXT GENERATION』又は『未来を照らす、クリーンエネルギー』等を記

載し、また、それらのロゴマーク、取得予定資産並びにスポンサー及びカナディアン・ソーラー・

グループが開発した太陽光発電所の写真及び図表・図案並びにカナディアン・ソーラー・インクの

本社が所在するカナダに関する写真等を使用することがあります。 

 

3.  交付目論見書の表紙に「新投資口発行及び投資口売出届出目論見書（交付目論見書）」と記載

し、「本書は、金融商品取引法に基づき投資家に交付しなければならない目論見書（交付目論見

書）です。」との文章及び「金融商品取引法上、投資家は、請求により上記の有価証券届出書第三

部の内容を記載した目論見書（請求目論見書）の交付を受けることができ、投資家がかかる請求を

行った場合にはその旨を記録しておく必要があるものとされています。」との文章を記載します。

更に、交付目論見書と請求目論見書を合冊して投資家へ配布する場合には、上記の文章に続けて、

「ただし、本書においては、投資家の便宜のため、既に請求目論見書が合冊されています。」との

文章を記載します。 

 

4.  請求目論見書の表紙に「新投資口発行及び投資口売出届出目論見書（請求目論見書）」と記載

し、その表紙裏に、「本書は、金融商品取引法に基づき投資家の請求により交付される目論見書

（請求目論見書）です。本書において用いられる用語は、本書に別段の定めがある場合を除いて、

金融商品取引法に基づき投資家に交付しなければならない目論見書（交付目論見書）において使用

される用語と同様の意味を有するものとします。」との文章を記載します。 

 

5.  交付目論見書の表紙及び請求目論見書の表紙裏に、以下のとおり、金融商品の販売等に関する法

律（平成12年法律第101号。その後の改正を含みます。）に係る重要事項の記載を行います。 

「インフラファンド（投資証券）は、主にインフラ資産等への投資の成果を投資家に還元すること

を目指した商品です。運用の目的となるインフラ資産等の価格や収益力の変動、インフラファンド

市場その他の有価証券市場の相場、金利水準等により取引価格が下落し、損失を被ることがありま

す。また、倒産等、発行者の財務状態の悪化により損失を被ることがあります。更に、再生可能エ

ネルギーの固定価格買取制度が適用される再生可能エネルギー発電設備を投資対象とするため、同

制度又は同制度に基づく調達価格等の諸条件が変更又は廃止された場合、利益の分配額が大幅に減

少したり、市場価格が著しく低下し、損失を被ることがあります。」 

 

6.  目論見書の表紙以降並びに裏表紙及び裏表紙裏以前に、以下の内容をカラー又は白黒印刷して記

載します。 
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